
海津市告示第45号 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第101条の規定により、平成21年６月11日に海津市議

会第２回定例会を海津市議場に招集する。 

 

  平成21年５月25日 

 

海津市長 松  永  清  彦   

－１－ 



○ 応 招 ・ 不 応 招 議 員 

 

応招議員（２０名） 

     １番   山 田   武 君       ２番   堀 田 みつ子 君 

     ３番   西 脇 幸 雄 君       ４番   川 瀬 厚 美 君 

     ５番   森     昇 君       ６番   永 田 武 秀 君 

     ７番   福 井 恭 平 君       ８番   近 藤 輝 明 君 

     ９番   山 田   勝 君       10番   飯 田   洋 君 

     11番   服 部   寿 君       12番   伊 藤 善 朗 君 

     13番   浅 井 まゆみ 君       14番   伊 藤 仁 夫 君 

     15番   松 岡 光 義 君       16番   水 谷 武 博 君 

     17番   星 野 勇 生 君       18番   藤 田 敏 彦 君 

     19番   渡 辺 光 明 君       20番   赤 尾 俊 春 君 

 

不応招議員（なし） 
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平 成 2 1 年 第 ２ 回 海 津 市 議 会 定 例 会 

 

◎議 事 日 程（第１号） 

 

平成21年６月11日（木曜日）午前９時開議  

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定について 

日程第３ 一 般 質 問 

日程第４ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第５ 議案第47号 海津市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

日程第６ 議案第48号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第７ 議案第49号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第８ 議案第50号 平成21年度海津市一般会計補正予算（第１号） 

日程第９ 議案第51号 平成21年度海津市月見の里南濃運営特別会計補正予算（第１号） 

日程第10 議案第52号 平成21年度海津市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第11 議案第53号 平成21年度海津市羽沢財産区会計補正予算（第１号） 

日程第12 議案第54号 海津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第13 議案第55号 海津市公共下水道南濃中南部浄化センターの建設工事委託協定締結

について 

日程第14 議案第56号 海津市公共下水道海津浄化センターの建設工事委託協定締結につい

て 

日程第15 議案第57号 契約の締結について 

日程第16 議案第58号 市道路線の廃止及び認定について 

 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎出席議員（２０名） 

     １番   山 田   武 君       ２番   堀 田 みつ子 君 

     ３番   西 脇 幸 雄 君       ４番   川 瀬 厚 美 君 

     ５番   森     昇 君       ６番   永 田 武 秀 君 

     ７番   福 井 恭 平 君       ８番   近 藤 輝 明 君 

     ９番   山 田   勝 君       10番   飯 田   洋 君 

     11番   服 部   寿 君       12番   伊 藤 善 朗 君 

－３－ 



     13番   浅 井 まゆみ 君       14番   伊 藤 仁 夫 君 

     15番   松 岡 光 義 君       16番   水 谷 武 博 君 

     17番   星 野 勇 生 君       18番   藤 田 敏 彦 君 

     19番   渡 辺 光 明 君       20番   赤 尾 俊 春 君 

 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎欠席議員（なし） 

 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎地方自治法第１２１条の規定に基づき出席を要求した者の職氏名 

 市     長  松 永 清 彦 君   教  育  長  平 野 英 生 君 

 総 務 部 長 併              総務部総務課長併 
 選挙管理委員会  伊 藤 久 義 君   選挙管理委員会  大 橋 茂 一 君 
 事 務 局 長              事 務 局 次 長 

 総務部財政課長  福 田 政 春 君   企 画 部 長  横 井 五 月 君 

 会 計 管 理 者  安 藤   勉 君   産業経済部長  小 野 清 美 君 

 建 設 部 長  大 倉 明 男 君   水道環境部長  高 木 武 夫 君 

                      市 民 福 祉 部 
 市民福祉部長  安 達 博 司 君   市 民 課 長  伊 藤 恵 二 君 

                      教 育 委 員 会 
 消 防 長  田 中 俊 澄 君   事 務 局 長  森 島 英 雄 君 

 学校給食センター              監 査 委 員 
 所 長  田 中 芳 美 君   事 務 局 長  舘   尋 正 君 

 農 業 委 員 会            
 事 務 局 長  水 谷 明 寛 君 

 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎本会議に職務のため出席した者 

                      議会事務局課長 
 議会事務局長  後 藤 昌 司     補佐兼議事係長  神 田 勝 広 

 議 会 事 務 局 
 総 務 係 長  西 村 里 美 
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   ◎開会宣告 

○議長（服部 寿君） 定刻でございます。ただいまの出席議員は20名であります。定足数に

達しておりますので、平成21年海津市議会第２回定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

（午前９時００分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（服部 寿君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において１番 山田武議員、

２番 堀田みつ子議員を指名いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎会期の決定について 

○議長（服部 寿君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。今定例会は、本日から６月19日までの９日間にしたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 異議なしと認めます。よって、今定例会の会期は、本日から６月19日

までの９日間とすることに決定いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎一般質問 

○議長（服部 寿君） 日程第３、一般質問を行います。 

 今定例会の一般質問は、海津市議会会議規則第56条ただし書き及び第57条により、議員１

人当たりの質問・答弁の時間を40分以内とし、これを許可いたします。 

 それでは、通告書を受理した順に発言を許可いたします。なお、質問者、答弁者は、初め

に壇上にて行い、再質問があった場合は自席にてお願いいたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 浅 井 まゆみ 君 

○議長（服部 寿君） 最初に、13番 浅井まゆみ議員の質問を許可いたします。 

〔13番 浅井まゆみ君 登壇〕 

○13番（浅井まゆみ君） おはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、一般質問を行います。 

 地球温暖化対策についてお伺いいたします。 

 １点目に、クールアース・デーについてお伺いいたします。 
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 昨年の洞爺湖サミットを契機に、毎年７月７日を「クールアース・デー」とし、地球環境

の大切さを国民全体で再確認し、低炭素社会への歩みを実施するとともに、家庭や職場にお

ける取り組みを推進するための日とすることを提唱されました。 

 環境省では、2003年より温暖化防止のため、ライトアップ施設や家庭の電気を消していた

だくよう呼びかける「ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン」を実施しています。これは、

ライトアップになれた市民一人ひとりに対して、日ごろいかに照明を使用しているかを実感

していただき、日常生活の中で温暖化対策を実施する動機づけを与えていくことを目的とし

たキャンペーンイベントです。 

 昨年は、６月21日から７月７日までの期間、「ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン」

を実施、特に７月７日「クールアース・デー」は、夜８時から10時の間、全国のライトアッ

プ施設や各家庭の明かりを一斉に消灯していただく「七タライトダウン」を広く呼びかけま

した。その結果、約76,000ヵ所が参加し、約120万キロワットの電力、家庭にしますと約３

万世帯の１日消費電力相当が削減されました。本市においても、昨年は庁舎を中心に呼びか

けていただいたとお伺いしております。 

 そこで、このクールアース・デーを広く市民にアピールし、各家庭や学校、施設などで取

り組んでいただいて、このキャンペーンに参加してはどうでしょうか。市長にお伺いいたし

ます。 

 ２点目に、太陽光発電の普及についてお伺いします。 

 住宅用太陽光発電設置に対して、20万から25万の補助が国の補正予算に計上されました。

二酸化炭素（ＣＯ２）削減に貢献する同システムを利用した住宅は、環境に優しく、家計の

負担も軽くなります。しかし、設置費用は200万から250万ほどかかります。そこで、国の補

助に加えて市独自の助成を行ってはいかがでしょうか。既に補助金制度を行っている安八町

では、１キロワット当たり８万円、サンヨーの製品では16万円、それから養老町では同３万

円の実施をされていますので、よろしくお願いいたします。 

 また、政府の新経済対策のスクール・ニューディール政策の中に学校への太陽光発電設置

の促進がありますので、学校への設置、また、新統合庁舎への設置もあわせて検討されては

いかがでしょうか。市長の御所見をお伺いいたします。 

 ３番目に、校庭の芝生化についてでございます。 

 校庭や公園の芝生化が全国的に広がる中、鳥取市が行っているポット苗移植による鳥取方

式が注目を集めています。苗代の材料費が安く、特別な土壌改良も必要ないため、低コスト

で施工可能、維持管理も簡単だということです。全国からの視察も相次ぎ、テレビでも紹介

されました。 

 芝生化のメリットは、１．子供達の遊び場になる、２．クッションとなり転んでもけがを
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しない、３．砂ぼこりを静める、４．ヒートアイランド現象を緩和するなどが上げられてい

ます。 

 一方、芝生化は、施工費が高く、維持管理が大変というイメージで、なかなか取り組みに

くいものがありました。そこで、今、注目を集めているのが鳥取方式です。鳥取方式とは、

同市在住のニュージーランド人、ニール・スミス氏が提唱する芝生のポット苗移植法、サッ

カー場などでよく用いられているティフトン芝をポットの中で育て、１平方メートル当たり

４束を田植えのように植えます。苗と肥料の材料費は、１平方メ一トルで約100円、除草剤

や農薬を一切使用しないため、低コストで環境にも優しいと言われています。芝生の植えつ

けや管理を子供達や保護者、また地域のボランティアなどの協力で行うことによって地域で

交流が生まれ、学校を地域で支える意識、地域の活力を生む契機にもなるのではないでしょ

うか。 

 また、ある新聞記事で校庭の芝生化を鳥取方式で行った学校関係者の声を紹介しています

が、「転んだときのすり傷が全くなくなり、休み時間に校庭で遊ぶ子供がふえた」「休み時

間にしっかり体を動かすことで、以前より遊びと授業の切りかえもできている」「いやし効

果で子供達は穏やか、おおらかになっている」などの教育的効果も期待できるようです。 

 このように大きな効果が期待できる校庭の芝生化を本市でも推進してはいかがでしょうか。

市長と教育長の御所見をお伺いいたします。 

 最後に、ＣＯ 削減計画についてお伺いします。 ２

 平成20年６月、地球温暖化対策推進法の改正により地域のＣＯ２削減計画の策定が義務づ

けけられましたが、本市の取り組み状況と課題についてお伺いいたします。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 浅井まゆみ議員の質問に対する市長及び教育長の答弁を求めます。 

 初めに、松永清彦市長。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 浅井まゆみ議員の地球温暖化対策についての御質問にお答えをいたし

ます。 

 １点目のクールアース・デーについてのお尋ねですが、今年も「ＣＯ２（炭酸ガス）削減

／ライトダウンキャンペーン」が６月20日から７月７日まで実施されます。 

 海津市では、昨年も７月７日の「七タライトダウン」を市報で呼びかけており、各庁舎や

職員にも協力依頼をして実施いたしました。 

 ことしも昨年に引き続き、クールアース・デーの７月７日に「七タライトダウン」の実施

に向けて市報で啓発を図り、市民に参加協力のお願いをいたしまして、また庁舎等で取り組

み可能な施設や、職員の自宅等での参加協力も呼びかけてまいります。 
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 ２点目の太陽光発電につきましては、以前から導入経費の一部助成、または公共施設への

導入に向けた取り組みを行えないかとの御質問をいただき、国の動向等を見きわめながら検

討をしてまいりますとお答えしてきているところであります。 

 議員が申されますように、このほどの世界同時不況の克服に向けて、国におきまして総額

13兆9,000億円に上る過去最大の経済危機対策としての補正予算が５月29日成立し、その中

で、低炭素革命として太陽光発電をさまざまな分野への導入を支援するための予算が確保さ

れておりますことは承知いたしております。 

 こうした状況を踏まえまして、本市の地球温暖化防止施策の一つとして、住宅用太陽光発

電導入に係る補助事業の創設に向けて準備を開始してまいりたいと存じますので、その折に

は議員の皆様にはよろしくお願いを申し上げます。 

 また、統合庁舎への設置につきましては、設計業務を５月28日に付し、委託契約を締結し

たところでありまして、御質問の件につきましても、新エネルギー、省エネルギー設備の導

入も含めて工事設計を検討してまいりたいと考えております。 

 ３点目の校庭の芝生化につきましては、一般的に校庭の芝生化により、転んでもけがが少

ないと、ヒートアイランド現象を緩和する、土ぼこりがたたなくなるなどのほか、子供たち

のストレス解消など、教育的効果があると言われております。その反面、維持管理、施工、

経費などの問題があることから、なかなか進んでいないようであります。 

 御質問の鳥取方式は、バミューダグラス系のティフトン芝を使用して、ポット苗で植えつ

けをすることにより従来より簡単に芝生化しようというものであります。比較的安価とはい

え、校庭全面を芝生化するには多額の費用がかかり、校庭の一部分を芝生化する敷地内緑化

なども視野に入れて、条件が整っているところから試験的に実施していきたいと存じますの

で、よろしくお願いします。 

 最後に、４点目のＣＯ２削減計画についてのお尋ねですが、議員御指摘のとおり、平成20

年６月13日に地球温暖化対策の推進に関する法律の改正があり、地方公共団体実行計画の拡

充がなされ、その区域の自然的・社会的条件に応じて温室効果ガスの抑制等を行うための施

策に関する事項の計画策定が義務づけされました。この改正による対象団体は、都道府県、

政令指定都市、中核市、特例市が対象であり、一般市は義務づけされていませんが、当市と

しましては、ことしの４月に庁舎等各施設を対象とし、平成24年度までに二酸化炭素などの

温室効果ガス６％を削減目標とした海津市地球温暖化防止実行計画を策定いたしました。ま

た、海津市環境基本条例の基本理念に基づきまして、市の行政機関の事業活動において発生

する温室効果ガス削減への取り組みを推進し、環境負荷の少ない資源循環型社会の構築を進

めてまいります。 

 なお、スクール・ニューディール構想に基づく学校への太陽光発電の設置と校庭の芝生化
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の詳細につきましては、教育長から答弁いたします。 

○議長（服部 寿君） 続きまして、平野英生教育長。 

〔教育長 平野英生君 登壇〕 

○教育長（平野英生君） 浅井まゆみ議員の御質問で、太陽光発電の設置と校庭の芝生化の詳

細についてお答えいたします。 

 スクール・ニューディール構想における学校施設の太陽光発電についてですが、本構想は、

学校施設において耐震・エコ・ＩＣＴ化、いわゆる情報通信技術化ですけれども、そういっ

たものを拡大し、「21世紀の学校」にふさわしい教育環境の充実を図ることにより、雇用の

創出、経済波及効果、地域活性化、国際競争力を向上させようというものです。 

 学校における太陽光発電システムは、合併前の南濃町当時に、新エネルギー開発機構の助

成を受けて城山小学校において設置されております。今後も、子供たちへの環境教育を積極

的に進めていく中で、自然エネルギーの利用を初めとしたエコ改修につきまして、関係部局

と連携しながら検討してまいりたいと存じます。 

 次に、校庭の芝生化の詳細ですが、芝生化のメリットにつきましては、市長からおおむね

説明いただきました。 

 実際に芝生化した学校では、土のグラウンドのときよりも子供たちが外で遊ぶようになっ

た、よい気分転換にもなるので授業に集中できるようになったなどという教育的効果が報告

されているようです。また、植えつけ作業など、地域住民を巻き込んだイベントとして実施

されている例もあり、作業を通じて学校に愛着を持ち、教育への関心を高めることが期待で

きると言われております。 

 ティフトン芝は、成長が早く、痛んだ箇所をすぐに新しい芝が覆ってくれるという特徴を

持っています。しかし、成長が早いということは芝刈りを小まめに行わないと背丈の高い芝

生となってしまい、こういった芝は、中の方が蒸れて枯れてしまいます。したがって、週に

１から２回くらいの頻度で芝刈りや、たっぷりの水やりが必要なようで、こうした課題を克

服しなければなりません。このため、校舎からグラウンドまでの校庭の一部分、あるいは鉄

棒などの遊具付近などを施工するといったことも視野に入れながら、今後、試験的に取り組

んでいきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、浅井まゆみ議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔13番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 13番 浅井まゆみ議員。 

○13番（浅井まゆみ君） それでは、クールアース・デーについてでございますが、昨年同様、

市報に掲載して啓発を図るということでございますが、どこの施設が参加して、どれぐらい
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のＣＯ2が削減できたかというところまで、終了後もきちっと把握していただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それから太陽光発電についてでございますが、助成を検討していただくということで、あ

りがとうございます。 

 それから、学校への太陽光発電でございますが、ただいま教育長の答弁にもありましたと

おり、これは地域グリーン・ニューディール基金550億円用意されておりますが、その基金

も活用できるということでございますので、ぜひもう一度検討していただきたいというふう

に思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それから校庭の芝生化、維持管理が大変ということでなかなか取り組みにくいのではない

かということでございますが、鳥取方式でやられた同市の記事が載っておりましたので紹介

しますが、五つの公園を芝生化になされたそうですけれども、管理された公園の愛護会とい

うボランティアのグループに意見を聞いたところ、思っていたより楽だったということ、そ

れから大いに満足したということ、それから作業に携わった人は、芝生の成長への期待、ま

た青々とした芝生への満足度が高く、管理が大変だったという気持ちを上回ったということ

も言われておりますので、それほど心配するほどでもないのかなということも感じる記事が

載っておりましたので、また試験的にやられるそうですけれども、その辺も考慮しながら進

めていっていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 それから、ＣＯ2削減計画についてでございますが、市では６％削減に向けた計画が策定

されたということですけれども、何を対象にしてやっているのかということと、今回、この

２月からレジ袋の有料化ということがなされておりますが、辞退率がどれくらいあったかと

いうことと、それからどういう効果が期待できるかということを御質問いたします。 

○議長（服部 寿君） 高木水道環境部長。 

○水道環境部長（高木武夫君） 浅井議員の再質問について答弁させていただきます。ちょっ

と順番が変わりますけれども。 

 まず、６％削減は何を対象にしているかという御質問でございますが、地球温暖化対策の

推進に関する法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、

パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄という６物質が対象になっていますが、当市の計画で

は、ガソリン、灯油、電気の使用量から算定される二酸化炭素、それから自動車の走行距離

から算定されるメタン、一酸化二窒素の３物質を対象とさせていただいております。 

 それから、レジ袋の辞退率でございますが、コンビニ用のレジ袋、１枚当たり重量が約８

グラム程度でございます。だから、それに対して製造から処分までのエネルギーとして二酸

化炭素の発生量が約50グラム、現在のレジ袋の辞退率、実績でございますが、平均92％でご

ざいます。レジ袋の枚数としまして、約126万枚ということになっております。それで試算

－１０－ 



をいたしますと、５月末までの４ヵ月間での二酸化炭素が約63トン、排出削減しております。

それからごみの減量化としては、約10トンの減量化が図られたということになっております。 

 それから、最初のクールアース・デーの効果といいますか、終了後の確認ということでご

ざいますが、ちょっとこれにつきましては、一応呼びかけてはおりますが、最初のデータ等

がございませんので、今年度に限ってはちょっと確認ができないと思いますので、御理解の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔13番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 13番 浅井まゆみ議員。 

○13番（浅井まゆみ君） クールアース・デーの方は確認できないということですけれども、

どこの施設がやられたかぐらいのことだけは把握しておいた方がいいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それから、ちょっと外れるかもしれませんけれども、ごみの減量化、生ごみの減量化を先

回やらせていただきましたけれども、今、減量の数値目標を定めてやっているということを

お聞きしたんですけれども、そのごみ減量の数値、どれくらいの目標を立ててみえるのか、

お伺いいたします。 

○議長（服部 寿君） 高木水道環境部長。 

○水道環境部長（高木武夫君） 浅井議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 市では、平成18年度に作成をいたしました一般廃棄物処理基本計画というのがございます。

これによりまして数値目標は、平成28年度までに収集ごみの総数量を約8,000トン、１人１

日当たりごみの排出量を566グラムにすることとしています。 

 したがいまして、現時点、今の数字でございますが、平成20年度の実績数量が8,610トン、

それから１人１日当たりごみの排出量は616グラムとなっております。それに対しまして、

目標数値約8,000トンには660トンほど不足しております。それで、１人１日大体50グラムの

減量が目標数値ということになっております。 

 これを、先般もごみ減量推進員さんの研修会等を行っておりますが、そこでも１人１日50

グラムの減量をお願いしているところでございます。ちなみに、50グラムといいますと、２

リットルのペットボトル１本、それからバナナの皮、ちょっと大き目のですけど、これが大

体50グラムということでございます。以上です。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

○13番（浅井まゆみ君） ありがとうございました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 堀 田 みつ子 君 
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○議長（服部 寿君） それでは続きまして、２番 堀田みつ子議員の質問を許可いたします。 

〔２番 堀田みつ子君 登壇〕 

○２番（堀田みつ子君） それでは、議長の許可を得ましたので、通告に従いまして質問いた

したいと思います。 

 １点目に、介護保険制度についてでございます。 

 家族介護や老老介護の負担を軽減し、社会で介護を支えることを目的に2000年に介護保険

制度が発足してから、ことしで10年目を迎えます。この制度は、高齢者の生活を守るためだ

ったにもかかわらず、介護現場の人手不足などで介護サービスを受けられないなど、家族介

護や老老介護の負担は重くなっていると言われています。また、高齢化の進行で介護サービ

スの利用者がふえたり、介護報酬の引き上げで労働条件の改善を図ろうとすると、低所得者

まで含めて保険料が値上げになってしまう大きな矛盾が改めて浮き彫りになりました。 

 さらに、介護や支援が必要と認定を受けたにもかかわらず、サービスを利用していない人

が約２割に上ると言われています。また、利用限度額に対する平均利用率も、政府は2005年

で60％、2010年には80％まで上昇すると見込んでいましたが、最近の2008年９月調査でも

53％と低調です。高齢期に介護が必要になる可能性について、課税所得がゼロの人は、課税

所得が200万円以上の人に比べて介護が必要になる確率が５倍も高いという研究が報告され

ていると聞きます。介護を最も必要とする所得の少ない人たちが制度を利用できないのでは

介護保険の存在意義が問われます。 

 その上、介護サービスを受ける前提となる介護認定制度について、この４月からは調査項

目が削減され、調査基準も改悪されて軽度の判定が頻繁に出ると聞きます。厚生労働省は、

新制度への批判を受け、希望すれば従来の認定を継続できる経過措置を講じました。しかし、

厚生労働省の新制度検討会が終われば経過措置は打ち切られ、また新規の申請者は全く救わ

れません。 

 そこで、次の点について尋ねます。 

 一つ目、要支援・要介護者の人数は、何人見えますでしょうか。介護認定を受けてもサー

ビスを利用していない人は、何割くらいありますでしょうか。また、利用限度額に対する平

均利用率はどれくらいありますか。利用率を上げ、それが介護保険料にはね返らないよう、

一般財源からの繰り入れはできないものでしょうか。 

 ２点目、新しい介護認定制度に対する考え方はどのようなふうに考えられていますか。従

来の認定を継続するとした方でも、新制度の検証のために新制度での認定結果を出されます

でしょうか。新規の申請者に対する考え方はどのようになっておりますか。 

 ３点目、介護保険料の所得段階を細分し、応能負担の考え方をさらに進められないか、お

尋ねします。 
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 大きな２項目めとしまして、養老鉄道の存続についてお尋ねします。 

 公共交通機関は守っていくということを市長も述べられて、養老鉄道の運営維持費補助金

を出しています。そして、関係市町で活性化協議会をつくって、年五、六回の会議が行われ

ていますが、利用促進のため、どのような検討がされていますでしょうか。桑名駅では近鉄

線と、大垣駅においてはＪＲ線との乗りかえの連絡や、海津市内では巡回バスとの乗り継ぎ

の時間など、不便なところがあると聞いております。また、市内の駅付近に自転車が倒れて

整理がされておらず、危ないところも見受けられます。自転車置き場を整備することはでき

ませんでしょうか。 

 ３項目め、緑内障の早期発見のために眼科検診をということでお尋ねします。 

 緑内障イコール失明と考えるのはもう古いと言われておりますが、緑内障は失明原因の上

位を占めています。実は緑内障であるという人は、40歳以上の17人に１人の割りと言われて

いますので、気づいていない人も大勢います。岐阜県多治見市では、40歳以上の住民3,021

人を対象にした眼科検診をした結果、緑内障と診断された人のうち、89％の人が検診での発

見でした。自覚症状には頼れないということであり、早期発見するには眼科検診を受けるし

かないということです。そこで、重要性が再確認されている眼底検査と視野検査を実施する

ことはできないでしょうか。 

 以上、大きく３項目について市長のお考えを伺いたいと思います。よろしくお願いします。

ありがとうございました。 

○議長（服部 寿君） 堀田みつ子議員の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 松永清彦市長。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 堀田みつ子議員の介護保険制度についての御質問にお答えをいたしま

す。 

 １点目の要支援・要介護者の人数ですが、５月31日現在で要支援者257名、要介護者1,115

名の、合計1,372名です。介護認定を受けてもサービスを利用していない人は、約２割です。

また、居宅サービスの利用限度額に対する平均利用率は、20年度で54％です。 

 市の一般会計からの繰り入れについては、給付費の負担割合の12.5％を負担しています。

利用率を上げ、それが介護保険料にはね返らないようにするために、それ以上繰り入れをす

ることは介護保険給付費の財源構成からできかねることであります。また、保険料額の高騰

を抑制するためにも、地域包括支援センターを中心に従来にも増し介護予防事業を展開し、

要介護状態の重篤化、認定率の抑制に努めていきたいと思います。 

 ２点目の、新しい介護保険制度に対する考え方については、国の介護認定基準に従って適

正な認定調査、審査判定を行っていきます。従来の認定を継続すると希望された方について
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は、要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置希望調書により、御希望があれば更新前の

要介護度のままにすることが可能となる措置をしています。新規申請者の方については、新

しい制度による認定方法で判定していくことになります。 

 ３点目の、保険料の所得段階を細分し、応能負担の考え方を進められないかとの御質問で

すが、３月定例議会の一般質問の折にもお答えさせていただきましたが、介護保険は高齢者

の介護を社会全体で支え合う制度ですので、介護保険法施行令第38条第１項に規定する保険

料率の算定に基づき、基準額をもとに所得に応じて低い人には低い基準で、高い人には高い

基準で保険料を納入していただいており、それが応能負担だと考えておりますので御理解を

お願いいたします。 

 次に、養老鉄道存続についての御質問にお答えします。 

 養老鉄道は、平成19年10月１日に桑名駅から揖斐駅までの間、57.5キロメートルを近鉄養

老線から引き継ぎ、新たに養老鉄道株式会社養老線として運行されております。 

 この養老鉄道の存続につきましては、地域住民に必要不可欠な地域の公共交通機関として、

関係する沿線７市町がその運行を存続するために、平成19年度から年間赤字の一部を助成し

ております。平成20年度から平成22年度までは年間赤字額の２分の１の３億円を上限に、沿

線各７市町がそれぞれ協議して応分の助成をしております。来年度には、養老鉄道の経営状

況等を踏まえて今後の支援方法を検討することになっております。 

 養老鉄道活性化協議会での利用促進のための検討につきましては、養老鉄道株式会社養老

線が地域の基幹的公共交通機関として安定した運営ができるよう、沿線７市町が相互に連携

し、活性化させることを目的に、昨年は、協議会１回と幹事会４回を開催しております。各

市町が利用促進を図るため、ＰＲ用のぼり旗、啓発用ティッシュの作製や、ヘッドマークの

作成などに取り組んでおります。また、養老鉄道における収支決算を公認会計士に分析を依

頼し、収支改善策を図っております。 

 養老鉄道株式会社としても、養老鉄道を利用したハイキングの実施、各種イベント会場に

おけるグッズ販売、イベント列車「薬膳列車」の運転等、利用促進に向けた取り組みがなさ

れております。 

 次に、養老線と近鉄線・ＪＲ線との乗り継ぎにつきましては、養老線とそれぞれ運行本数

も異なっており、連絡に難しい面もあると考えますが、市としても利用者の利便性を考慮し

たダイヤ運行を検討するよう引き続き要望してまいります。 

 コミュニティバスの乗り継ぎにつきましても、運行本数が限られており、すべてが養老鉄

道との接続ができるものではありませんが、できる限り対応するような時刻で連絡調整をし

ております。 

 養老鉄道の各駅の自転車置き場につきましては、駅構内のスペースを利用されたり、また
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個人が経営される駐輪場を利用されている状況であります。 

 構内の駐車については、利用者が自己管理のもと駐車しており、自転車の倒れ等は強風な

どの自然的要因によることも考えられますが、その自転車の整理整頓は、利用者のモラルも

考えられ、養老鉄道とも協議し、盗難防止等も含めた注意看板等の設置を考え、安全管理を

図ってまいります。 

 なお、自転車置き場の整備につきましては、今後の状況を踏まえ整備を考えてまいります。 

 次に、緑内障の早期発見のための眼科検診についての質問にお答えします。 

 現在、緑内障であるという人は40歳以上の17人に１人の割りと言われておりますが、その

発生率がふえているということではなく、平均寿命が延びて高齢の方がふえていることも相

まってクローズアップされてきた病気でございます。 

 この緑内障は、健診等により眼底・眼圧検査を受け、必要に応じ視野検査を受けることが

早期に発見する唯一の方法と言われ、放置すれば失明に至る恐ろしい病気です。近年は、治

療薬の開発や治療技術の発達によって進行を食いとめることができるようになりました。 

 御質問は眼底検査と視野検査を実施できないかということでございますが、市におきまし

ては、人間ドックのメニューに眼底検査が含まれており、助成も行っております。 

 また、特定健診においても、肥満や高血圧、脂質異常、高血糖の４項目が該当する方につ

いて眼底検査を受けていただくようになっております。 

 今後は、人間ドックや特定健診の受診をさらに勧め、早期発見・早期治療に努めてまいり

ます。 

 以上、堀田みつ子議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） ２番 堀田みつ子議員。 

○２番（堀田みつ子君） それでは、介護保険についてからお願いしたいと思います。 

 まず、やはり全国的な流れと変わらず、利用率というのがそんなに高くないというところ

なんですけれども、今後、これをどのようにして、やはり介護認定がされたということは、

必要だから介護認定をされているわけですから、この利用率を上げていくためにはどのよう

なことをやっていけるかというふうに考えられているでしょうか。 

 それとともに、一般財源の方からの繰り入れというのが、要は12.5％と決まった、その分

しか入れないというふうに言われましたけれども、それ以上に一般財源をこの介護保険の財

源に入れているというところもお聞きしますし、そういうことについてどのように考えられ

るか、まずはお願いします。 

○議長（服部 寿君） 安達市民福祉部長。 
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○市民福祉部長（安達博司君） それでは、まず利用率でございますけれども、高くないとい

ったことで、必要だから認定を受けられた、今後どのようにしていくかという御質問でござ

いますけれども、利用されていない方からお聞きしますと、今、認定を受けておるけれども、

家庭でしばらく介護をしていきたい。しかし、いつ住宅改修なり福祉用具をお願いする事態

が来るかもわからない、そういったことを想定した上で認定を受けてみえるといった方が多

くございます。 

 次に、一般会計からの繰り入れの12.5％、法で定めております市の負担割合、この基準で

当面はいきたいというふうに考えております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） ２番 堀田みつ子議員。 

○２番（堀田みつ子君） それでは、今の利用率を上げていくとかというふうなところでいう

と、今後必要になるといけないからということで、そういう部分も多分あるかもしれません

けれども、それでも、やはりそうじゃなくして利用料が高いからという方だってあると思い

ます。そういう部分も全然ないということではないと思いますので、そういう部分もこれか

らも考えていただきたいと思います。 

 その次の認定についてなんですけれども、新規の方は新しいそのままの認定制度でやって

いく。そこで、その認定のための会のときに、かかりつけ医の言われたことであるだとか、

それから家族なんかとかの、やはりこの認定される高齢者の方というのは聞き取りをしてい

ただくときに、すごく無理をされるということを聞くんですね。介護の認定のために話を聞

きに来てもらって、その後、おばあちゃんは２日間とか３日間寝込んだというふうに、その

とき一生懸命に、やっぱり認定を受けるのに、そりゃあ、自分だってできるというところを

見せたいというのは、高齢者の方じゃなくしてもだれだってあるところがあります。ふだん

の生活の中で、本当にその方の認定が正しかったのかどうかということは、家族であるだと

か、やっぱりかかりつけの先生の意見というのも当然重要視していくよというふうなことを、

ぜひともきちんとこれからもやっていっていただきたいんですけれども、その点と、それと

今継続する方は継続で、新しい認定制度じゃなくて従来の認定制度で継続されるという方は、

そのまま新しい認定制度の判定はしてみないということでしょうか。そのことも、ちょっと

もう一回お願いします。 

〔「もう一回、すみません」と呼ぶ者あり〕 

○２番（堀田みつ子君） 認定制度の方の、要は新しい認定制度で、例えばＡさんという人が

今まで要介護３というふうに言われていました。これは従来どおりの介護認定です。でも、

もしかして新しい認定制度で判定をしたら要介護２とか要介護１とかになってしまったとい

う場合だってあると思います。例えば、今、厚生労働省の方なんかでは、この新しい認定制
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度を検証すると言っているわけですよね。ということは、そうやって新しい認定制度では従

来とは違ってしまったということを、やっぱりこういうことがあるよということを上へ上げ

ていかなくちゃいけないじゃないですか。ということなので、新制度での認定結果を、それ

は市としてのこの認定結果自体が本当にほかの人も正しかったのか、どうだったのかという

ことを検証するためには必要ではないですかということで、いかがでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 安達市民福祉部長。 

○市民福祉部長（安達博司君） まず、認定調査でございますけれども、確かにできますでき

ますと一生懸命無理をされる高齢の方もあります。しかし、家族の方にもお聞きしまして、

仮におばあさんでございますと、「おばあさん、そんなこと言ったってちょっともできへん

がね」といったようなことを家族の方がおっしゃられますので、そういった意見も重視しま

して認定調査は行っております。 

 そして、あと主治医の方の意見書も手元に置きまして、認定審査会の方で判定をされるこ

とになっておりますので、そういったことで御理解をいただきたいと思います。 

 次に、認定の新基準でございますけど、この４月から変わっておりますけれども、今まで

認定を受けてみえた方が、先ほど議員がおっしゃられたように介護度が低くなった判定が出

た場合、これは本人の申請によりまして、従来の介護認定でそのまま継続することができる

というふうになっております。 

 それから、この６月末をもって検討会というのが国の方で設けられておりまして、こうい

った基準に基づく意見を聴取して、再度検討されていくというふうに聞いておりますので、

そういったことでよろしくお願いいたします。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） ２番 堀田みつ子議員。 

○２番（堀田みつ子君） では、認定結果が、その基準が下がってしまったとか、その状況と

いうのは一応報告しているというふうにして理解していいんですね。 

 それでは、その介護保険の３点目の所得段階は、今のがそれぞれの変える考え方はないと、

この今のやり方が応能負担の考え方だというふうに言われますけれども、それではそれぞれ

の、例えば今５段階、６段階の人なんかは大体900人強というふうな人数だと思いますけれ

ども、そこら辺の方のうちでも、やっぱり200万で済んでいる、300万、400万、500万という

ふうにして、この段階があると思うんですけれども、その段階はつかんでみえるんでしょう

か。 

 その人数が多い場合、応能割というのは所得のある方は、やっぱりある程度負担していた

だきますよ、少ない人はある程度少なくてもいいですよというふうに言うんですけれども、

それでもこの段階ごとでいうと、第２段階の方だと第２段階の方の3.5％とか3.6％ぐらいの
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この保険料の値段というのと、それから第６段階、要は80万円以下の方の3.6％と、そして

200万円以上の方の4.2％だ何だというような、そういうような負担割合というのが本当に平

等かどうかというふうなことをどのように考えられるか、ちょっとお聞かせ願いたいんです

けれども。 

○議長（服部 寿君） 安達市民福祉部長。 

○市民福祉部長（安達博司君） 今、議員が言われましたように、もう少しこの６段階より多

い保険料の階層を設定されておる自治体も確かにございます。そういったところも見まして、

先ほど言われました所得階層の人数はつかんでおります。人数の方は、ちょっと今資料ござ

いませんのであれですけれども。 

 次に、この負担割合を高い人には多くというふうにおっしゃられましたけれども、国の方

で言っております第６段階の方、1.5倍でございますけれども、じゃあこれが２倍になった、

2.0倍にしてもいいのかといったこともございますので、やはり当面は国が示しておる軽減、

増額、このパターンでいきたいというふうに考えております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） ２番 堀田みつ子議員。 

○２番（堀田みつ子君） なかなか、それこそ平行線になるとは思うんですけれども、それで

も、じゃあこの６段階だけで考えた場合、本人が市民税の課税で前年の所得金額が例えば

200万円以上の方だったら、4.23％のこの年額の保険料が、この200万というふうなだけでい

いますと、その4.23％の負担なんです。300万になりますと、もう2.82％、400万になります

と2.11というふうにして、その負担の割合というのが一挙に下がってくるんですね。じゃあ、

200万円の方にとって８万4,600円というのがどれだけのものか、400万円の方にとって８万

4,600円というのがどれだけのものかというふうなことを考えますと、本当にもう少し細分

化してもいいのではないかというふうに考えますので、この６段階の、例えば上の200万円

以上の人が何人見えるかという、一応調べてくださいというふうにお願いしたんですけれど

も、その調べるためにもお金が要ると言われたんですけれども、どれぐらいの金額で、そう

いう段階が何人見えるかというふうなことを調べてみえるのかどうか。前もってのお話のと

きには、調べられん、ちょっとお金がかかるしというふうなときのお金がかかるって、じゃ

あ幾らなんですかというふうに聞きたいんですけれども、その部分をちょっとお願いします。 

○議長（服部 寿君） 安達市民福祉部長。 

○市民福祉部長（安達博司君） お金がかかると、ストレートにそういうふうに課長が申し上

げたかもわかりませんけれども、その言葉そのものではございませんので、ちょっと御理解

をいただきたいと思います。 

 この階層ごとによって電算会社の方で人数の打ち出しをしておりますので、それをまた細
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かくやっていくと、さらに費用がかかるといったことで、そういうふうに受け取っていただ

きたいと思います。 

 そして、大体それぐらいの階層ごとにどれぐらいの人数になるかというアバウト的なこと

はつかんでおりますので、そういったことで御了承いただきたいと思います。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） ２番 堀田みつ子議員。 

○２番（堀田みつ子君） ある程度時間もかかるというふうなこともそのときに言われました

ので、当然200万、300万、400万以上とか、そういうような感じのアバウトにしても教えて

いただきたいということをお願いします。 

 次に、養老鉄道の存続の部分に関して、この自転車置き場の整備というのは全協の折なん

かにもどうですかということをお聞きして、養老鉄道であるとか、そこの土地の持ち主の近

鉄なんかとも協議しなくてはいけないからというふうなことも言われました。では、そうい

うことを協議したり、じゃあ、利用をさらにふやすためにということで、その活性化協議会

なんかでは、こうした部分のところは全然何も問題にはならないのか。それとも、土地を持

っている、要は近鉄との話し合いとかというのは全然ないのかどうか、そこの点もお願いし

たいのと、自転車、あれはたまたま私が気になったのは駒野駅なんですけれども、あそこは

駅の前の民家の西側の部分に、だだだっと並べて置いてあるんですね。そこがきちんとした

近鉄の所有地なのかどうかというふうなところもありますけれども、それでも乗り捨てたよ

うな感じで、どうしても急ぐ時間というのもありますので、どんと置いていかれるもんで、

その点がちょっと危険ではないかなと思いましてお尋ねするんです。そこの話し合いだとか、

そういう協議というのは、いつごろしていただけるのか、それとも全くここで検討してみま

すよというだけで済むのか、そこら辺のところを教えてください。 

○議長（服部 寿君） 伊藤総務部長。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局長（伊藤久義君） それでは、堀田みつ子議員さんの御質

問でございますけれども、初めにございました活性化協議会の中では、この養老線の駅の駐

輪場についての協議はなされておりません。当市には、御承知のとおり、駅が５駅ございま

して、その現状を申し上げますと、美濃松山駅につきましては公営といいますか、市の駐輪

場を利用していただいております。石津、また駒野につきましては、個人の経営される自転

車の駐輪場、また駅構内のスペースを利用しておられます。次に美濃山崎と美濃津屋でござ

いますが、こちらにつきましては駅の構内のスペースを利用しておるという状況でございま

して、この利用につきまして近鉄、また養老鉄道の方には協議を進めておりますが、この駐

車場については使っていただいても結構ですということで御了解いただいた上で利用されて

おるわけでございますが、いずれにしましても、この駐輪場の整備につきましては、今後の
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利用状況、また中には個人の経営の自転車置き場があるわけでございますので、これらを踏

まえまして今検討しておる段階でございまして、各27駅あるわけでございますが、多くのと

ころで駐輪場を設けておる箇所が多いわけでございますので、整備に向けて今進めておりま

す。今言いますように個人の経営されておる駐輪場もございますので、それらも含めまして

検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） ２番 堀田みつ子議員。 

○２番（堀田みつ子君） 個人の方の経営している駐輪場を圧迫するというふうなつもりはな

く、それこそ何も屋根をつけてくれとか、そういうんじゃなくて、ただガードみたいなもの

が段々とあれば、一気にばたっと倒れるということがないのではないかという、その程度の

整備というふうに考えていただいて、もう少し検討をお願いしたいと思います。 

 最後に、緑内障の早期の発見は、人間ドックでもやっている、特定健診でもちょっと問題

のある方はやりますよと言われましたけれども、実際に特定健診なんかでも20％ぐらいの受

診率でというのも、全体的にそれはそうだし、そのうちの一部の方というふうであるので、

どうせでしたら特定健診、これは健康づくりの、要は推進協議会の方で委員さんが言われた

ことなんですけれども、全然そんなもん知らん、気がつかんかって、それこそたまたま医者

で受診したら緑内障だったということをお聞きしましたので、本当に自覚症状というふうな

のがない場合、それがほかにいろんな、正常眼圧であってもだめな人もあるというようなこ

とも聞きますし、いろいろと問題もあるので、ほんの少しこの眼底検査、視野検査というの

を実施するということを考えられてもいいのではないかと思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

○議長（服部 寿君） 松永市長。 

○市長（松永清彦君） 早期発見ということが大事だということは議員おっしゃるとおりであ

りますが、基本的に自分の健康は自分で管理するということが必要ではないかと私は思って

おります。 

 その中で40歳以上の方に眼底検査をすれば、これは緑内障の症状があるのかないのか判定

ができるということでございますので、できるだけ市で行っております検査に参加していた

だいて、そして眼底検査を受けていただければ対応はできるということであります。 

 専門家の御意見をお聞きになられたかどうかわかりませんけれども、ぜひ一度先生の御意

見を聞いていただきたいと思います。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） ２番 堀田みつ子議員。 

○２番（堀田みつ子君） ということは、糖尿病があったり何かがあったりとかというふうな
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人に多いというふうで理解してよろしいんでしょうか。それ以外の人はならないというふう

に考えられているということなんでしょうかね。 

○議長（服部 寿君） 松永市長。 

○市長（松永清彦君） 基本的にすべていろんな検査を市でやれと、援助を出しなさいと、私

はできる限りのことは今一生懸命やっておりますけれども、そこの部分は自己管理というこ

とも含めてお願いができたらありがたいと思っております。 

 それと、そういった健診を受けていただければ、糖尿病とか何かがあるから余計緑内障に

なると、そういう因果関係のことに関しては、勉強がちょっと私もしておりませんので発生

率の件はわかりませんけれども、ぜひ利用できる検査を利用してやっていただきたいと思い

ますし、もしあれでしたら眼底検査を眼科で受けていただければよろしいんじゃないかとい

うふうに思いますが、答弁になりましたでしょうか。 

〔発言する者あり〕 

○市長（松永清彦君） じゃあ、もう１点、部長の方から。 

○議長（服部 寿君） 安達市民福祉部長。 

○市民福祉部長（安達博司君） では、あと生活習慣の方も緑内障に大きく要因があるといっ

たようなことで、まず血流をよくしていただくといったようなこと、適度な運動、それから

禁煙、アルコールを控えていただく、それから当然ストレスの解消、睡眠を十分とっていた

だくといった生活習慣を身につけていただくということが大変重要であるというふうに言わ

れております。といったことで、健康づくりを進めていく中で、こういったことも市民の方

にアピールをしていきたいというふうに考えております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） ２番 堀田みつ子議員。 

○２番（堀田みつ子君） 決して市の方が全然何もしていないというふうではなくて、頑張っ

てみえるということは存じ上げておりますけれども、やはりこれも少しプラスしていただく

といいかなあというところでお尋ねしているところでございます。今後、ちょっと検討して

いただくということをお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 飯 田   洋 君 

○議長（服部 寿君） では、続きまして10番 飯田洋議員の質問を許可いたします。 

〔10番 飯田洋君 登壇〕 

○10番（飯田 洋君） 議長のお許しを得まして、私は監査の結果に関する報告、措置の公表

について、また開かれた役所として情報公開の点も含めてお尋ねをいたします。 
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 監査の実施について、監査委員さんには大変御苦労さまでございます。事務上の内容につ

いて、先に事務局、事務方にお尋ねをいたします。 

 さきの全員協議会の折の資料によりますと、平成19年度における県下21市の年間平均監査

従事日数は36.2日間であります。海津市における、昨年、平成20年度中の監査は36日間、ま

た今年度は、住民監査請求や随時監査を除いても43回の実施が予定されております。 

 御承知のように、監査は、地方自治法第199条第１項において「監査委員は、地方公共団

体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に関する事業の管理を監査する」

とあり、監査等の種類として、地方自治法や地方公営企業法の規定に基づき、職務として実

施しなければならない監査等として、定期監査として実施する財務監査、決算審査、例月現

金出納検査等、必要があると認めるときに実施することができる監査として、随時監査とし

て実施する財務監査、行政監査、財政援助団体等の監査等があります。要求があったときに

実施しなければならない監査等として、市長の要求に基づく事務の執行に関する監査、議会

の請求に関する監査、採択した請願に関する議会の請求に基づく監査、住民の直接請求・住

民監査請求に基づく監査等、多種にわたっています。 

 この監査の折には、監査委員から貴重な、また重要な指摘や意見がありますが、これに対

し、地方自治法第199条第９項においては「監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、

これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事

委員会もしくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員

会または委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない」とあります。 

 また、この公表については、市監査委員条例の第10条において「監査または検査の結果の

通知、報告及び公表は、当該監査または検査の終了後遅滞なくしなければならない」、第11

条において「監査委員の行う公表は、海津市公告式条例に定める公示の例による」とあり、

海津市公告式条例において「海津庁舎前掲示場 平田庁舎前掲示場 南濃庁舎前掲示場に掲

示することにより行うものとする」となっております。 

 以上のような規定上においては、監査の結果に関する報告を決定し、議会及び長並びに関

係委員会または委員に提出したものは公表しなければならないと解釈しております。 

 本市の平成20年度に実施された監査においては、住民監査請求、財政援助団体、定期監査

の結果に関する報告の公表はなされています。 

 そこで、お尋ねは例月現金出納検査についてであります。 

 最初に、監査等と申し上げましたが、正確には例月現金出納検査は、監査について規定し

た199条の各号にはなく、235条の２第１項に検査と規定されております。同条第３項には検

査の結果に関する報告は規定されていますが、公表までは規定されていません。しかし、隣

接の市を初め他市町では、現金の出納の表とともに監査の結果が公表されています。本市で
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は、例月現金出納検査において毎回多くの指示、指摘、または是正措置が必要な事項が示さ

れています。 

 ①－(1)そこで、まず例月現金出納検査において地方自治法第199条第９項の公表の規定を

適用することについてどのように考えておられるのか。 

 ①－(2)今後についてはどのように考えておられるのか、お尋ねをします。 

 ①－(3)また、指示、指摘、また是正措置が必要な事項について、現在、実務上行われて

いる事務処理の方法については、どのような判断、基準に基づいてなされているのでしょう

か。 

 ①－(4)現在の事務処理の方法に加えて、同条第12項に規定されている措置を講じたとき

の通知、公表等の規定を適用することついてはどのように考えておられるのか、お尋ねをい

たします。 

 ②－(1)全国都市監査委員会発行の「都市監査基準準則」が示されておりますが、この準

則は、不動産登記事務取扱手続準則のように省庁からの通達のたぐいのものとは違うもので、

これに沿ってなされているものであれば、「準拠する」、あるいは「準用する」との文言が

ある市の規定、要領等が必要と思います。あればお示し下さい。 

 次に、日常の事務事業においては契約に関する事務が大きなウエートを占めると思います。

個々の事務事業を行う上で金額の大小はありますが、すべてに契約に関する手続や書類の整

備があります。予算計上から始まり、計画、施工（購入）伺、入札（見積もり）、契約、完

成（納品）検査、支払い等と、事務事業の進行とともに、その都度の関係書類が決裁に付さ

れてきます。支出命令決裁の時点では事業の一連の書類が一括つづられ、決裁に付されると

思います。担当課や会計課の多くの目を経て処理されますが、それでも、なお契約事務上の

指摘事項が見受けられます。事後に科目更正や戻出入を伴うものもあります。こういった指

摘に対し、実務上は指摘を受けた担当課ごとに訂正や処理結果を監査委員事務局に報告をす

る形がとられていますが、各課に共通することでもあり、指摘事項とともに訂正や処理結果

も各課が共有する形がベストと思います。例月現金出納検査では、会計管理者からの検査の

際の資料として会計規則に定める支出負担行為の整理区分表に基づいて添付する書類等が示

されておりますが、契約事務・財務事務における指摘が毎回あります。 

 ③－(1)そこで、この指摘事項等を是正する、措置等を講ずるための事務の指導とか研修

の場はあるのでしょうか。だれがどのような形でなされているのでしょうか、この点につい

てもお尋ねをいたします。 

 ③－(2)また、定期的に指摘事項をまとめ、説明会・研修会の開催がよいと思いますが、

各課の全体の書類を見渡せる会計管理者が行ってはどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

 次に、監査の結果については、行き（指示、指摘）と返り（措置を講ずる）が必要ですが、
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公表の内容については、現在の実務上においてなされている事務処理を、あるいは事務処理

に合致した規定、要綱を定める必要があると思います。例えば、他市の例では監査結果にお

ける指摘事項を、一つ目として改善が必要なもの、これは法令、条例規則等に明らかに違反

しているもの、二つ目として検討を要するもの、事務処理方法の統一等、各課の調整が必要

なもの、制度上不備等で検討を要するもの、三つ目として注意すべきもの、記載誤りや記載

漏れの簡単なものの三つに区分して、一つ目の改善の区分に属するものについては監査結果

報告書に記載する、二つ目の検討の区分に属するものについては基本的に是正改善措置を要

するとして監査結果報告書に記載する、三つ目の注意の区分に属するものについては監査の

実施過程において随時指導や講評の際に口頭注意とする、主なものについてのみ監査結果報

告書に記載するとし、措置通知と公表についても区分をしています。 

 ④－(1)このような規定、要綱等の制定についてはどのようにお考えか。 

 次に、地方自治法第199条第12項においては、前段を省略しますが、「当該監査の結果に

基づき、または当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知

するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければ

ならない」と規定されております。平成20年度の財政援助団体に対する監査の結果の公表は

なされていますが、措置を講じた通知に係る事項が公表された実績はありません。 

 このような状況から、「長等が監査委員の監査の結果の報告に基づく改善策を講じない場

合は、監査委員に報告義務はないものである。したがって、監査委員の監査結果の報告・公

表後相当期間経過しても改善策が公表されなければ、長等が改善策を講じていないことが明

らかになるものであるとする」、この条項の通知から判断することができます。つまり、海

津市では、監査委員からの監査の結果の指摘事項、措置を講ずるべき事項をしなかったこと

になります。 

 ⑤－(1)このような状況では、果たして法令遵守や適正な事務指導ができるのでしょうか。

どのように判断されているのか、お尋ねをいたします。 

 次に、公表の方法についてお尋ねいたします。 

 現在、条例、規則等とともに、ほとんどの自治体では公布・公表は、「庁舎（前）掲示場

に掲示することにより行うものとする」となっています。しかし、最近は、内容によっては

広報紙、庁舎のカウンター（コーナー）、担当課での縦覧、図書館での情報公開コーナー、

インターネットのホームページ等の利用がなされています。 

 ⑥－(1)本市でも既に多く利用されていますが、本監査結果についても情報公開の場をふ

やしていかれる考えがおありか、お尋ねをいたします。できれば、各項目ごとに区切って簡

明に御答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（服部 寿君） 飯田洋議員の質問に対する市長及び監査委員事務局長の答弁を求めま
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す。 

 初めに、松永清彦市長。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 飯田洋議員の監査に関する公表の御質問について、区切ってお答えを

したいと思います。 

 初めに、御質問③の(1)と(2)の例月現金出納検査におきます指摘事項を受けての事務指導

対応についてでありますが、検査指摘事項等についての担当課の指導につきましては、特に

研修の場は設けておりませんが、必要に応じ電子メールでの通知をいたしております。また、

年１回程度は会計事務の統一事項を会計管理者から各課に示しているところでありますが、

議員御指摘のとおり、検査結果、指摘事項などは、各課が共有し、共通の認識のもと事務処

理をすることが重要と考えます。したがいまして、今後は関係の職員を一堂に会する場を設

け、説明会等を開催するなどし、適正な事務処理に努めてまいります。 

 次に、御質問⑤の(1)の財政援助団体に対する監査結果に伴う改善策の報告についてであ

りますが、指摘などを受けました担当課におきましては、監査の結果を厳粛に受けとめ、関

係団体に対し適切な指導をするなどし、事業が適正に遂行されるよう努めているところであ

ります。 

 平成20年度の当該監査における監査の結果につきましては、指摘及び意見内容について大

きな改善策は要しないものであると認められるとの判断から報告に至らなかったものであり

ます。したがいまして、大きく改善策を講じなければいけないものにつきましては、その旨、

報告してまいります。 

 以上、飯田洋議員の質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 続きまして、舘監査委員事務局長。 

〔監査委員事務局長 舘尋正君 登壇〕 

○監査委員事務局長（舘 尋正君） 飯田洋議員の御質問についてお答えします。 

 １点目の(1)、例月現金出納検査結果の地方自治法第199条第９項の公表の規定を適用する

ことについての御質問ですが、議員御存じのように例月現金出納検査につきましては、公表

の規定はございません。今後、他市の状況を眺めながら検討し、監査委員の指示を仰ぎたい

と考えています。 

 １点目の(2)、今後につきましては、(1)の回答のとおりであります。 

 １点目の(3)、指示、指摘、また是正措置が必要な事項の判断、基準についてであります

が、法令、条例規則等に基づき行われています。 

 １点目の(4)、措置を講じたときの通知、公表等の規定を適用することについてですが、

例月現金出納検査には、議員も御存じのとおり、そのような規定はございません。(1)と同
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様に、今後、他市の状況を眺めながら検討し、監査委員の指示を仰ぎたいと考えています。 

 ②の(1)、全国都市監査委員会発行の「都市監査基準準則」（監査手帳・平成17年度改訂

版）の取り扱いについてですが、市の監査規定、要綱等にはありません。 

 ④の(1)の監査の結果についての公表における事務処理の基準（指示・指摘・措置を講ず

る等）の規定、要綱等の制定についてでございますが、現在、制定されておりません。今後、

他市の状況を眺めながら検討し、監査委員の指示を仰ぎたいと考えています。 

 ⑥の(1)の監査の結果についての情報公開の場をふやしていく考えがあるかとのお尋ねで

すが、これも他市の状況を眺めながら検討し、監査委員の指示を仰ぎたいと考えています。 

 以上、飯田洋議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 10番 飯田洋議員。 

○10番（飯田 洋君） まず、全体として検討するということで、結果については将来に持ち

越された状態でございますけれども、①の(3)の例月出納検査で実務上には細かくされてお

るんですけれども、現在、指摘があったことにつきまして、印刷物またはメールでもって各

課に連絡がされております。その結果については次の監査までに監査委員の事務局の方に是

正措置が報告されておるんですけれども、先ほど言いましたように、各課で共有することが

ベターだと思うんですけれども、監査委員事務局に報告のあった結果というのは、その結果

については後の事務処理というのは各課の方に改めて報告といいますか、各課に共有するこ

とがありますので、監査委員事務局に報告された結果については、その後の事務処理という

のはどのようにされているのか、お尋ねをいたします。 

○議長（服部 寿君） 安藤会計管理者。 

○会計管理者（安藤 勉君） ただいまの御質問にお答えをいたします。 

 御指摘いただきました件につきましては、会計課が取りまとめをいたしまして、その旨を

監査委員事務局の方に報告をいたしておるところでございます。 

○10番（飯田 洋君） ちょっとようあれですが、監査委員事務局に報告された、その結果と

いうのは、また改めて各課の方にその共通事項としてお示しするというような方法はとって

おられないかということなんですが。 

○議長（服部 寿君） 松永市長。 

○市長（松永清彦君） 先生御指摘は、監査委員さんの方にされたということで、その結果を

各課に回していないか、表示していないかという御質問ですね。 

○10番（飯田 洋君） はい。 

○市長（松永清彦君） 先ほど申し上げましたように、年に１回程度は会計事務の統一事項を

会計管理者から各課に示しているところでありますけれども、きょう御指摘がありましたよ
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うに、今年度から関係職員を一堂に会する場を設けて、きちっと共通認識として持っていき

たいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 10番 飯田洋議員。 

○10番（飯田 洋君） ⑤の１番の関係ですが、財政援助団体での指摘事項の後の公表の件、

公表されていない、先ほどの市長の答弁で公表するまでの重要な指摘事項はなかったという

答弁でございましたんですけれども、一応公表されておりますので、中には、例えば市の遺

族会においては規約の改正が必要である、あるいは商工観光課の担当の今の商工会関係での

プレミアムつき商品券発行事業について不適切な支出、そういう条項が示されておりますん

ですけれども、こういった事項については是正措置の要請はされ、その結果、重要でなかっ

たので公表はされなかったという解釈で、監査委員事務局としては、担当課といいますか、

援助団体に指摘事項に対する是正措置の要請をされたのでしょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（服部 寿君） 舘監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長（舘 尋正君） 要請そのものは、持ってこいとか何とかということは言

っておりませんが、議員御存じのように指摘事項というか、そういうまとめの結果報告とし

て文書で報告はさせていただいております。 

〔10番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 10番 飯田洋議員。 

○10番（飯田 洋君） 質問が前後しますけれども、先ほど言いましたように、要綱の規定を

少し具体的な例を三つに区分して、公表するもの、あるいは注意で済ますもの、あるいは監

査の折に公表といいますか、口頭注意で済ますものというような、こういう区分で仕分けを

する規定を設けてはどうかという御提案をしましたんですけれども、この⑤の(1)の今の財

政援助団体に対する指摘事項についても、こういった規定に基づいて事務処理の区分をすべ

きと思いますんですけれども、この点について、改めてこういった規定を設けることにつき

ましては、先ほど答弁がございましたんですけれども、財政援助団体に対する去年の結果か

ら申しまして、公表、あるいは口頭注意で済ますもの、こういった区分の仕分けが必要かと

思うんですけれども、改めてこういった規定の制定についてお尋ねをいたします。 

○議長（服部 寿君） 舘監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長（舘 尋正君） 県下21市ございますが、いろいろと今問い合わせや何か

をしておりますが、現在のところ、ないところがほとんどでございまして、そちらのまた都

市監査委員会の方でもいろいろ検討して、勉強していきまして、その中で監査委員さんの方

に御報告申し上げまして、また指示を仰ぎたいと考えております。 

〔10番議員挙手〕 
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○議長（服部 寿君） 10番 飯田洋議員。 

○10番（飯田 洋君） 総合的な要望というような形で最後にお願いしたいと思いますが、特

に例月現金出納検査における指摘等につきまして、会計、あるいは財政事務上の指摘事項が

多いんですけれども、毎月出てくるような、特に工事等の完成検査、あるいは正当な請求書

が出てきてから支払いまでの期日、遅延防止に係る、そういう指摘が毎回ございますけれど

も、事務上いかがなものかなあというのが毎回出てきますけれども、こういった点につきま

しては、ひとつ監査委員さんの指摘を遵守していただきまして、適正な事務を今後さらに進

めていただくように要望いたしまして、質問を終わります。 

○議長（服部 寿君） 一般質問の最中でございますけれども、時間も経過いたしております

ので、ここで暫時休憩をとりたいと思います。10時45分まで休憩といたします。 

（午前１０時３０分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（服部 寿君） 休憩を解き、再開いたします。 

（午前１０時４５分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 藤 田 敏 彦 君 

○議長（服部 寿君） 18番 藤田敏彦議員の質問を許可いたします。 

〔18番 藤田敏彦君 登壇〕 

○18番（藤田敏彦君） 議長の許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。 

 私の課題は、先ほど浅井議員が申されましたように、ちょっとバッティングするところが

ございますが、私は私なりに調査をし、考えてまいりましたので、よろしくお願いいたしま

す。 

 私は１点、海津市版「グリーン・ニューディール」、太陽光発電に対する助成はどうか、

質問内容、質問相手は市長であります。 

 アメリカ大統領オバマ氏は、グリーン・ニューディール政策、環境産業に対して公共投資

や税制面での優遇、また助成金を出して落ち込んだ経済を刺激して立て直す政策を打ち出し

たのであります。 

 その中の一つに太陽光発電があります。アメリカの大農場では、広大な農地に太陽光発電

のパネルを敷き詰め、発電した電気を電力会社へ売電をする電力ビジネスが始まっておりま

す。ＩＥＡ（国際エネルギー機関）は、2040年に電力の26％を太陽光発電が占めるであろう

と予測をしております。現状は、約２％と言われております。 

 地球温暖化により破壊されるオゾン層、崩れゆく氷河、破壊される生熊系・あるテレビ番

組で、北極の氷が解け始め、アザラシが減少し、えさを求めるホッキョクグマの親子が写し
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出されていました。何だか寂しく、もの悲しい光景でありました。彼らは自然を破壊した人

間に向かって何かを訴えたいかのごとく、振り返りながら遠ざかっていった。絶滅へのカウ

ントダウンが始まったようでありました。彼らを救うために人間が環境に対して真剣に取り

組まなければならない時代が来たのであります。 

 さて、本論に入りますが、太陽光発電に対する県内の主な市町の助成金を上げますと、一

般家庭（４人家族、床面積40坪前後の住宅）で３キロワットを標準といたします。 

 まず岐阜市、１キロワット２万円掛ける３で上限が６万円。大垣市、太陽光発電で発電し

た電気を自家消費した分に対して１キロワット10円の助成金、そしてそのためのメーターの

設置費用が２万円の助成、21年７月に確定の予定であります。安八町、ここには三洋の工場

がございますので三洋電機製を使った場合に１キロワット16万円、上限が３キロワットで48

万円、他社メーカーを使った場合には１キロワット８万円、上限は３キロワットで24万円。

お隣の養老町では、１キロワット３万円、上限が４キロワットで12万円。瑞浪市は、１キロ

ワット３万円、上限は４キロワットで12万円。国からは、そのほか１キロワット７万円、一

般家庭は３キロワットとして21万円がプラスされます。 

 もっと大きな金額の助成金が出る自治体は、東京都武蔵野市であります。国から21万円、

東京都から30万円、武蔵野市から27万円、合計78万円となります。財政力があるところはさ

すがに違います。 

 我が海津市は、合併時よりもかなり人口が減少しております。地球環境を考え、少しでも

助成金を出してもらえば海津市の環境に対する市の方向性が理解され、人口減少の歯どめに

貢献できるのではないでしょうか。 

 太陽光発電装置の設置には、初期段階で250万から300万円かかります。これが一つの大き

なハードルであります。需要が多くなれば生産コストも安くなります。国の指導により、太

陽光パネルを設置する技術者を急ピッチで養成しております。 

 余った電気を電力会社に売る時、現在、１キロワット23円から24円でありますが、平成22

年度以降は２倍の50円程度になる予定であります。 

 海津市の新庁舎計画についてお聞きしますが、太陽光発電設備の計画は設計に盛り込まれ

ておりますか。政府は、自治体の太陽光発電設備の導入については設置費用の２分の１程度

は助成すると言っております。ぜひこの制度を有効利用していただきたい。まず新庁舎、公

共の建物から見本を見せ、市民が環境に対する意識の高揚と子供たちへの環境教育などに役

立つはずであります。 

 市長は、エコドーム建設の決断も早かった。私は10回ほど持っていきましたが、その都度

利用者に話しかけますと、非常に便利がよく、家の中がきれいになり、ありがたいとの声が

大変多い。市民の皆様も、エコドームを通して環境に対する理解をされ、資源の大切さを学
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習されたと思います。 

 国の政策として、将来は新築住宅には太陽光発電設備の設置がセットとなり、義務化させ

る案が出ております。財政も大変な時代でありますが、海津市版「グリーン・ニューディー

ル」の一つとしてメディアに乗せて情報を発信してはどうですか。海津市長の太陽光発電に

対す助成についての考えをお聞かせください。以上であります。 

○議長（服部 寿君） 藤田敏彦議員の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 松永清彦市長。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 藤田敏彦議員の海津市版「グリーン・ニューディール」、太陽光発電

に対する助成はどうかとの御質問についてお答えいたします。 

 太陽光発電の設置に対します助成、または新庁舎等への設置につきましては、先ほど浅井

議員さんの答弁で申し上げたとおりであります。 

 助成の内容等につきましても、議員が申されましたとおり、各市町によって開きがありま

す。こうした部分につきましては、財政事情も勘案しながら今後詰めていきたいと存じてお

ります。 

 いずれにしましても、今後、電力会社の電力の買取価格を引上げていく措置も講じられて

いくようであり、太陽光発電装置の設置については追い風も吹き出そうとしている中で、本

市としましても積極的に地球温暖化防止策に取り組んでまいる所存でありますので、御理解

をお願いいたします。 

 以上、藤田敏彦議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔18番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） 18番 藤田敏彦議員。 

○18番（藤田敏彦君） 先ほども申しましたが、浅井議員とバッティングしましたので、市長

のお考えは十分に私なりに理解をしました。西濃地区では大垣市に続いて第２の市でござい

ますので、他の町村におくれをとらないように、ぜひお考えいただきたい 

 以上でございます。答弁は結構でございます。ありがとうございました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 近 藤 輝 明 君 

○議長（服部 寿君） 続きまして、８番 近藤輝明議員の質問を許可いたします。 

〔８番 近藤輝明君 登壇〕 

○８番（近藤輝明君） 皆さん方、こんにちは。 

 ただいま通告により議長に一般質問の許可を得ましたので、よろしくお願いをいたします。 
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 海津市民４万人の安全・安心、地域医療、地域福祉の充実であります。 

 まず、改めて松永市長の２期目無投票大当選、心よりおめでとうございます。 

 質問に先立ち、私ごと近藤輝明、40代半ばにして初当選来、このような立場にさせていた

だき、６期24年、来年は、はやセブンティー、70の大台であります。政治人生３分の１、も

はや悔いなし、私の思いは、まさに世代交代、夢ロマンを後進に託し、ここに今期限りの議

員退職の決断をし、松永市長初め執行部、同僚全議員、海津市民４万人の皆々様に心より

「ありがとう」と深く敬意と感謝を申し上げ、私の議員活動を締めくくる集大成として、情

熱を持って最後の一般質問に順次入ります。 

 少子・高齢化が進む中、市民が住みなれた地域や家庭で安心して暮らせるよう、保健・医

療・福祉サービスのさらなる充実が緊要の行政課題であると思います。特に高齢化社会で避

けて通れないのが医療と介護問題であります。国においても増大する医療費の抑制を図るた

め、医療制度改革により高齢者の医療費負担率の引き上げ、また昨年度から新たに後期高齢

者医療制度、メタボリックシンドロームに着目した特定健診、特定保健指導、すこやか健診

がスタートしております。 

 たしか松永市長は、公立岐阜薬科大学を卒業され、大手製薬会社に勤務されたとお聞きし

ております。いわばドクターとファーマシスト、ファーマシストとドクター、申し上げるま

でもなく車の両輪のごとしであります。最高のよき理解者であると私は確信するものであり

ます。 

 我がふるさと海津市においても「みんなでつくろう健康長寿都市」を基本理念として、

「安心介護の海津市」「健やかに暮らせる海津市」「いきいきと支えあう海津市」の三つの

基本を定めたまちづくり計画のもと、第５期高齢者保健福祉計画、第４期介護保険福祉計画

がこの４月からスタートしました。 

 医療対策においても、これまでに海津市医師会による休日当番医の体制及び西濃圏域にお

ける病院群輪番制の確保、さらに今年度から小児急病患者の医療体制として大垣市民病院で

の小児夜間救急医療を委託するなど、医療体制の充実が図られ、市民の安全・安心な暮らし

にさらなる拍車がかかるものと大いに期待をしておるところであります。 

 しかし、現状を顧みますと、国民健康保険特別会計並びに後期高齢者医療特別会計の医療

給付費は著しい増加をたどり、財政基盤が危慎され、危うくなってきているのではないかと

思います。 

 また、介護保険制度においても要介護認定者、介護給付費の増加も著しく、このまま推移

していくと、保険料の増額ばかりか介護ニーズに対応できなくなるおそれも出てくるのでは

ないかと思います。 

 あわせて、市直営のサンリバー松風苑、はつらつの指定管理者制度や、ＰＦＩの導入に向
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けた計画はどうか、お聞きしたいと思います。 

 また、生活習慣の変化も相まって疾病構造が変化し、がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病

等の生活習慣病が疾病全体に占める割合でふえており、社会全体に大きな影響を及ぼしてお

ります。医療費、介護給付費の抑制は、申すまでもなく病気の発症予防はもとより、検診の

充実・高度化による早期発見、早期治療が何よりも重要であります。 

 検診や保健指導、健康教室を強化・充実させるため、人間ドックの通年実施、市担当者と

市内医療機関における検診情報の管理、共有化並びに画像提供するための光ファイバー網の

整備についてお聞かせください。 

 これまでに海津市医師会病院の各種医療機器整備に当たり市からも助成を行ってきたとこ

ろでありますが、増大かつ専門化しつつある医療需要にこたえ、市内において総合的な医療

サービスが受診できるよう、海津医師会病院を核とし、保健・医療体制のさらなる整備充実

に向けた検討が必要ではないかと思います。 

 健診体制、救急医療体制の充実を図るには、高精度な各種医療機器の整備・更新が必要で

あります。海津市医師会病院医療機器整備費補助金交付規則の上限額の見直し、並びに施設

整備の補助対象に向けた考えはどうか、お聞きするものであります。 

 海津市の将来を見通し、今後の行動計画を明示した最上位計画であります海津市総合開発

計画の政策の中で、安心して暮らせる地域医療・福祉のまちづくりがあります。施策に掲げ

る医療体制の充実、安心して利用できる地域医療体制の確立の方向として、「海津市医師会

病院を地域医療の中核として、１次医療、２次医療、３次医療を適切に受けられる地域医療

体制の確立に努める」と明示されております。 

 海津市の地域医療の中核と位置づけされる海津市医師会病院においても医師や看護職員が

不足し、療養病床の休止や、救急車の受け入れ体制への支障が表面化していると聞いており

ます。医療従事者の養成や確保のため、市の広報紙やインターネットを媒体とした職員募集

広告の活用、奨学金制度の創設、また24時間・365日受け入れ可能な医療従事者の子供を預

かる保育施設の整備も必要であると思います。 

 また、介護療養病床が平成23年度をもって廃止されることからも、病状は安定しているも

のの長期療養を要するというか、在宅での療養が困難な方の受け皿として、海津市医師会病

院と連携をとり、地域医療・地域福祉の充実を図れないものか、将来的な展望をお聞きした

いと思います。 

 海津市の魅力を高め、一層の飛躍と発展、市民が安全・安心な暮らしを営んでいくために

も、まず第一に医療体制の整備・充実は欠かせません。今後ますます増大する、市民ニーズ

の高い専門外来等の医療体制の確立は急務であります。従来にも増して積極的に市民の健康

を増進し、病気の発症を予防する市民の健康づくりの推進に当たり、海津市医師会病院並び
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に海津市医師会との連携、医療体制の確立並びに環境整備について、また大規模・広域災害

や新型インフルエンザに対応していくためにも、海津市、海津市消防本部、海津市医師会、

そして海津市医師会病院が一体となった取り組みも必要であろうかと思います。現状と今後

の体制づくりについてお聞かせください。 

 市長、すべての市民が健康で笑顔が輝く海津市を目指し、４万市民の生命を預かる市長の

率直な考えをお伺いするものであります。 

 以上、いろいろ申し上げました。市長には再質問のないよう名答弁を期待して降壇としま

す。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○議長（服部 寿君） 近藤輝明議員の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 松永清彦市長。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 近藤先生には４月12日の無投票のお祝い、まことにありがとうござい

ました。力のこもった質問で、私も肩に力が入りました。ただいまより近藤輝明議員の地域

医療・地域福祉の充実についての御質問にお答えいたします。 

 まず最初に、国民健康保険特別会計と後期高齢者医療特別会計の健全財政運営のためには、

安定的財源確保と医療給付費の抑制が必要であります。早期発見・早期治療を重視し、昨年

度からスタートした特定健診・すこやか健診の受診率の向上に努めてまいります。 

 介護保険制度におきましても要介護認定者、介護給付費の増加が著しく、介護ニーズに対

応できなくなるおそれも出てくるのではないかとの御指摘ですが、介護保険制度については、

平成21年度から23年度の第４期介護保険事業計画に基づき、サービスの提供量、提供体制の

一層の充実に努め、介護のニーズに対応してまいります。また、特に介護予防事業、予防給

付の提供を推進し、要介護状態への進行の予防にも力を注いでまいります。 

 次に、サンリバー松風苑、はつらつの指定管理者制度やＰＦＩの導入に向けた計画につき

ましては、海津市行政改革大綱、海津市行政改革集中改革プランに基づき、松風苑は今年度

より、はつらつについては平成22年度から、県内及び近隣福祉施設の状況等の調査を行うと

ともに、独立行政法人についての調査・研究を進め、効率的な施設運営並びに質の高いサー

ビスを効果的に提供できるよう、今後、両施設のあり方を検討してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、人間ドックの通年実施についてですが、人間ドックは毎年６月から翌年２月までの

期間で実施しておりますが、平成20年度から始まった特定健診が含まれ、その受診券発行の

関係から現在の実施時期を変えることは困難な状況にあります。しかし、各種がん検診等の

期間の拡大については、病院の技師や検診体制の整備などの状況次第で可能な検診もあると

思われますので医師会病院と協議をしていきたいと思います。 
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 次に、市担当者と市内医療機関における検診情報の管理・共有化並びに画像提供するため

の光ファイバー網の整備についてですが、市では委託した検診の結果を把握・管理し、精密

検査が必要な方には随時連絡をさせていただいております。また、光ファイバー等の整備に

ついては、近年、地元ケーブルテレビにおいてもそのサービスが始まる計画と聞いておりま

すし、画像提供の通信方法については、ほかにもさまざまな選択肢があります。また、医師

会病院での画像処理の機器の整備も整っております。しかし、検査結果等のデータによる画

像の共有については、セキュリティーなどの問題を含め現在検討中であると伺っております。 

 次に、海津市医師会病院医療機器整備費補助金の上限額の見直しと施設整備補助について

ですが、現在、各地の病院が医師や看護師不足を抱えている中、医師会病院においてもその

職員確保を最重要課題としておられることからも基本的な健診や健康教育等のさらなる充実

を図りながら、今後の医療・健診体制を考慮することとし、当面は現行の医療機器への補助

制度のままでお願いをしたいと思います。 

 また、医師や看護職員が不足していることについて医師会病院では、ハローワークや市の

広報紙、就職専門誌、新聞広告などの募集を初め、看護師・医師のあっせん会社への登録、

看護師協会を通じて募集等、さまざまな方法で行っていると伺っております。また、看護師

の養成・確保のための奨学金制度も用意されており、医療従事者の確保についても、医師会

病院において夜間勤務のできる正規職員の確保は、なかなかこれだけのことを行っても困難

なようでございます。夜間勤務のないパート職員の応募しかないというのが現状のようでご

ざいます。 

 次に、保育施設の整備についてですが、現在、海津市医師会病院には、事業所内保育施設

として「こぐま託児所」が設置されております。平成19年２月時点のデータですが、定員８

名で、平日は午前８時から午後７時まで、土曜日は午前８時から午後１時30分まで開設され

ており、現在の入所児童数は７名で運営されております。また、医療関係者から夜間保育の

要望はあるものの、採算を考えると、とても対応はできかねるとのことでありました。現在、

市においては次世代育成支援行動計画の後期計画を策定中であり、ニーズ調査を実施し、取

りまとめをしているところであります。ニーズ量を把握しながら、後期計画に反映できるか

検討してまいります。 

 次に、在宅での療養が困難な方の受け入れ皿として、海津市医師会病院と連携をとり、地

域医療・福祉の充実を図れないものかとの御質問ですが、医師会病院では、現在、医療療養

病床のみで閉鎖されている状況であります。将来、介護施設（介護療養型老人保健施設、老

人保健施設、あるいは特別養護老人ホーム等）に転換される予定はないとお聞きしておりま

す。今後は、医師会病院を中心に、医療・保健・福祉・介護分野との連携を図りながら、地

域医療・地域福祉の充実を目指して進めていきたいと考えております。 
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 次に、健康づくりの推進に当たり、海津市医師会・海津市医師会病院との連携についてで

すが、昨年から始まった特定健診、特定保健指導、生活習慣病健診、すこやか健診等につい

て、医師会及び医師会病院と連携を図りながら実施しております。また、生活習慣病予防の

ための健診として、本年度より人間ドックのオプションに内臓脂肪検査を取り入れておりま

す。今後は、単独での検査も要望しながら健康教育等に役立てていきたいと考えております。 

 また、災害や新型インフルエンザ対策のための連携についてですが、災害時における連携

については、平成18年度に海津市医師会病院と「災害時の救護病院指定に関する協定書」を

締結しており、また新型インフルエンザ対策については、昨年12月に策定いたしました市の

行動計画を本年２月に策定された国及び県の行動計画に基づいた計画に改定中であり、消防

本部・医師会病院とも合同で検討を予定しております。 

 なお、現在発生している新型インフルエンザに対しては、随時、医師会病院と連絡をとり

ながら対応しております。 

 以上、近藤輝明議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（服部 寿君） 再質問ございますか。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（服部 寿君） ８番 近藤輝明議員。 

○８番（近藤輝明君） ただいま市長には適切なる答弁、まさに名答弁、ありがとうございま

した。 

 市長御存じかと思いますが、私ども海津市議会は、７月、たしか９、10は研修ということ

で、産業交流、あるいは小学生交流の都市、山形の酒田市へということに相なっているわけ

でございます。市長、あるいは教育長も同行されるのかなあということもお聞きしておりま

すが、その酒田市、情報によれば病院、介護老人保健施設、診療所等の医療福祉施設を中心

に、交流をテーマにした公共施設「酒田市交流ひろば」なるものが盛大に誕生、オープンし

ていると聞いております。私も一議員として楽しみにしながら、大きな期待を持って、この

研修、勉強を待ち遠しく思っておるところでございます。よりよい研修ができますことも私

なりに祈念を申し上げ、るる申し上げました質問、少しでも早期実現に向け推進されるよう、

私なりに強く要望し、また松永市政に大いなるエールを送りながら、質問を終わります。あ

りがとうございました。 

○議長（服部 寿君） これをもって一般質問を終結いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてから議案第58

号 市道路線の廃止及び認定についてまで 

○議長（服部 寿君） 次に日程第４、諮問第１号から日程第16、議案第58号までの13議案を
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一括議題といたします。 

 市長より提案理由の説明を求めます。 

 松永清彦市長。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） 今定例会に提案いたしました諸議案につきまして、その概要を順次御

説明申し上げます。 

 最初に、人事案件４件について、その内容を御説明申し上げます。 

 諮問第１号の人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきましては、９月30日に任

期満了となります、平田町須賀384番地、片野規子委員を引き続き委員に推薦したいので、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。 

 次に、議案第47号の海津市公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつきましては、

７月18日に任期満了となります、海津町鹿野948番地、嶋利彦委員の後任に、新たに海津町

大和田809番地１の安田昭弘氏を選任したいので、地方公務員法第９条の２第２項の規定に

より議会の同意を求めるものであります。 

 次に、議案第48号及び議案第49号の海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めること

につきましては、７月15日に任期満了となります、近藤昇司委員及び平野英生委員の両氏を

引き続きそれぞれ任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 続きまして、補正予算案件４件について順次その概要を御説明申し上げます。 

 初めに、別冊１の議案第50号の平成21年度海津市一般会計補正予算（第１号）につきまし

ては、歳入歳出にそれぞれ305万円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ137億

3,305万円とするものであります。 

 歳出の主なものは、総務費の総務管理費、自治振興費で自治会集会施設の整備に対します

負担金及び補助金480万5,000円を追加し、選挙費の市長選挙費では、無投票による不用額

1,405万3,000円を減額いたします。 

 民生費の社会福祉費、国民年金事務費では、国民年金保険料未納者対策のために扶養情報

を含めた所得情報の提供に伴う電算システム改修委託料21万円、児童福祉費、保育園費で公

立保育園５園の警備に対します機器の設置費及び業務委託料123万4,000円を追加いたしまし

た。 

 次に、教育費の教育総務費で修学助成事業奨学金に211万円を追加し、社会教育費、社会

教育総務費で、子育て支援団体と協力して地域活動に密着した家庭教育支援の充実を図るた

めのにこにこ子育て支援事業費292万8,000円、保健体育費の給食管理費で、ことし４月から

新給食センターにより生徒・児童に安心で安全な学校給食の提供に努めているところであり
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ますが、施設から発生する騒音を緩和するための防音用ルーバーの設置、米保管庫のクーラ

ー設置費及び生徒・児童用箸、食器用カートの購入費581万6,000円を追加いたしました。 

 歳入につきましては、国庫支出金の国民年金事務費交付金21万円、県支出金のにこにこ子

育て支援事業に対します訪問型家庭教育相談体制充実事業県委託金193万円、寄附金で財団

法人国際調和クラブ理事長、青山馥氏から修学助成事業寄附金210万円を追加し、繰越金で

119万円を減額しております。 

 次に、議案第51号の平成21年度海津市月見の里南濃運営特別会計補正予算（第１号）は、

歳入歳出にそれぞれ63万6,000円を追加し、補正後の予算を１億1,273万6,000円とするもの

であります。 

 補正の内容は、事業費で岐阜県市町村緊急雇用創出事業臨時特例基金事業によります月見

の里施設周辺の除草・草刈りの環境整備を委託します費用63万6,000円を追加し、財源は、

県支出金の緊急雇用創出事業費補助金63万6,000円を充てるものであります。 

 次に、議案第52号の平成21年度海津市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、歳入

歳出にそれぞれ4,717万4,000円を追加し、補正後の予算を41億977万4,000円とするものであ

ります。 

 補正の内容は、老人保健拠出金、後期高齢者支援金等の事業納付金の決定があり、歳出で

不足いたします老人保健医療費拠出金3,106万8,000円、後期高齢者支援金1,489万2,000円、

病床転換事業費支援金12万3,000円、前期高齢者納付金109万1,000円をそれぞれ追加し、財

源につきましては、国民健康保険基金を取り崩しての基金繰入金4,717万4,000円を充てるも

のであります。 

 次に、議案第53号の平成21年度海津市羽沢財産区会計補正予算（第１号）は、歳入歳出に

それぞれ47万3,000円を追加し、補正後の予算を147万3,000円とするものであります。 

 補正の内容は、財産収入の月見の森駐車場用地貸付料47万3,000円を追加し、予備費に47

万3,000円を追加いたしました。 

 続きまして、条例案件１件について御説明申し上げます。 

 議案書の９ページをお開きください。 

 議案第54号の海津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康

保険税の基礎課税総額に対する応能・応益割合是正のため、医療給付費分と後期高齢者支援

金分の按分率を改正するものであります。 

 医療給付費分につきましては「100分の4.0」を「100分の3.4」に、後期高齢者支援金分に

つきましては、「100分の1.4」を「100分の2.0」に改正するものであります。 

 次に、議案第55号の海津市公共下水道南濃中南部浄化センターの建設工事委託協定締結に

つきましては、当処理場の水処理設備のオキシデーションディッチ槽、最終沈殿池について、
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全体計画３池建設のうち、現在２池が建設済みで供用しておりますが、流入量の増加に伴い、

今回３池目を建設するものであります。当協定は今年度より始まる建設工事で、土木・建

築・機械・電気工事に係るもので、平成21年度から平成23年度までの３ヵ年の継続事業によ

り、９億5,000万円で締結するものであります。浄化センターの建設については、土木、建

築、電気、機械等の専門的知識を必要とするため、全国の自治体の浄化センターの建設を主

に受託しており、スタッフが整備され、実績のある地方共同法人、日本下水道事業団と随意

契約で工事の建設委託をするものであります。 

 次に、議案第56号 海津市公共下水道海津浄化センターの建設工事委託協定締結につきま

しては、当処理場の水処理設備のオキシデーションディッチ槽、最終沈殿池について、全体

計画５池建設のうち、現在２池が建設済みで供用しておりますが、流入量の増加に伴い、今

回３池目を建設するものであります。当協定は、このうちの機械・電気工事部分で、平成21

年度から平成22年度までの２ヵ年の継続事業により、４億6,300万円で締結するものであり

ます。この浄化センターの建設についても、議案第55号と同様、地方共同法人、日本下水道

事業団に随意契約で工事建設を委託するものであります。 

 次に、議案第57号の契約の締結につきましては、高規格救急自動車の購入について、去る

４月22日の５社による指名競争入札の結果、岐阜トヨタ自動車株式会社養老店と消費税を含

む2,152万5,000円で契約するものであります。 

 次に、議案第58号の市道路線の廃止及び認定につきましては、平成20年度ふるさと農道整

備事業で一部桑名市の区域を含み施工しました市道の路線廃止及び認定と、本事業の関連工

事により新設した路線を認定するものであります。なお、海津市の区域を越えた道路につき

ましては、本年３月31日に道路法第８条第３項の規定に基づき、桑名市長より御承諾をいた

だいております。 

 以上、提出いたしました議案につきまして提案理由を申し上げましたが、何とぞよろしく

御審議いただきまして、適切な御議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（服部 寿君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから順次質疑・採決を行い

ます。 

 それでは、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての質疑を許

可いたします。 

〔発言する者なし〕 

○議長（服部 寿君） 質疑がないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

 お諮りします。諮問第１号について適任と答申することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 異議なしと認めます。よって、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につ
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き意見を求めることについては、適任と答申することに決定いたしました。 

 続きまして、議案第47号 海津市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて

の質疑を許可いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） ９番 山田勝議員。 

○９番（山田 勝君） この方々をどうこうということではございませんが、この履歴につい

て、先ほどの片野さんの場合には非常にたくさん履歴が書いてある、あるいは五つ、六つの

人もあるということですが、こういったものについては市で適当に、これ重立ったものを拾

い上げてということで判断されたのか、本人からの提示があってなのか、そのあたりについ

てはどのような方法をとられておるのか。 

○議長（服部 寿君） 伊藤総務部長。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局長（伊藤久義君） この方の履歴についてでございますが、

不明な点もございまして、本人さんからの申し出によりまして、いただきましたものを履歴

の方にまとめさせていただいております。以上でございます。 

○９番（山田 勝君） 本人の申し出やね。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局長（伊藤久義君） はい。 

○議長（服部 寿君） 他にございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（服部 寿君） 質疑がないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

 お諮りします。討論を省略して採決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 異議なしと認めます。 

 これから議案第47号を採決いたします。 

 お諮りします。議案第47号 海津市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについ

て、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 異議なしと認めます。よって、議案第47号 海津市公平委員会委員の

選任につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 続きまして、議案第48号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

の質疑を許可いたします。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 質疑がないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

 お諮りします。討論を省略して採決することに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 異議なしと認めます。 

 これから議案第48号を採決いたします。 

 お諮りします。議案第48号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 異議なしと認めます。よって、議案第48号 海津市教育委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 ここで、議案第49号については平野英生氏が関係することなので、慣例によりまして、こ

こで退席をお願いいたします。 

〔教育長 平野英生君 退場〕 

○議長（服部 寿君） それでは、議案第49号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについての質疑を許可いたします。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 質疑がないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

 お諮りします。討論を省略して採決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 異議なしと認めます。 

 これから議案第49号を採決いたします。 

 お諮りします。議案第49号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て、これに同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 異議なしと認めます。よって、議案第49号 海津市教育委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。 

 平野英生氏の議場への入場を許可いたします。 

〔教育長 平野英生君 入場・着席〕 

○議長（服部 寿君） 平野英生氏に御報告いたします。教育委員会委員に同意されましたの

で御報告をいたします。 

 続きまして、議案第50号から議案第58号までの９議案について順次質疑を行います。 

 初めに、議案第50号 平成21年度海津市一般会計補正予算（第１号）についての質疑を許

可いたします。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（服部 寿君） ６番 永田武秀議員。 
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○６番（永田武秀君） ２点ほどお尋ねします。 

 11ページと12ページ、まず１点は、修学助成金について異を唱えるものではなくして、中

身を詳しくお尋ねいたしたいというふうに思っております。 

 当初予算には間に合わなくて補正予算ということでございますけど、いただくことであり

ますので、大変これはありがたいことで、とやかく言うべきことではないとは思いますけれ

ども、先ほど申し上げましたように、ちょっと内容について詳しくお尋ねをいたしたいと思

います。 

 これは補正予算の概要によりますと210万円が17人分というふうになっておりますけれど

も、問題は、これたしか私の記憶ではこれで３年目かと思うんですけれども、やっぱり奨学

金をもらう人は、当然１年生、２年生、３年生、高校生でも同じ年に同じ額をもらうことを、

正直申し上げると期待をしながら奨学金の受給をしておると思われるわけでありますね。そ

うなったときに、このケースの場合、ちょっとその前の年の金額が正確にはわかっていない

わけでありますけれども、そのあたりの内容を、19年、20年、21年は大体１人当たりどのく

らいずつ受給できるのか。そして、将来的に、当然まだ１年生のことし受給される方は、あ

と２年間あるわけでありますので、そういったあたりの見通しを、まず１点お尋ねをいたし

たいと思っております。 

 それから、次の12ページでありますけれども、給食センターのいろんな追加の購入であり

ますけれども、何でかなあというふうに私は素朴な疑問を感じておるんですけれども、例え

ば箸を購入するとか、あるいは食器用カートの購入だとか、当然当初の計画において計画を

されるべきもののような気がするんですね。何でこの時点について、うっかり忘れておった

というようなことで、このクーラー、カートだとか箸ですね、それから一部は米の保存用ク

ーラー設置工事だとか、こういったものが補正予算で上がってきておる、当初はこういった

計画というのは必要ないと判断されたのかどうであるのか。なぜこういうことになったのか、

経緯をとりあえず御説明いただきたい。この２点、お願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 森島教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（森島英雄君） 永田議員さんの御質問にお答えをさせていただきます。 

 この修学助成事業につきましては、19年度から始まりまして、３年を迎えまして、これは

特定寄附ということで、国際調和クラブの方から学資の一部を助成するということで、制度

を設けて助成をしておるようなところでございます。 

 それで、過去18年からですが、すべてお１人当たり30万以内ということで要綱にはうたっ

てございまして、30万円という金額の中で支給をさせていただいておりました。 

 今年度は、当初予算にも先ほど間に合わなかったということでございますが、３月の月末

ごろに国際調和クラブの方から最終的に210万円という金額を提示していただきまして、そ
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れに伴います支給額の方法でございますが、これにつきましては、この２ヵ年間の７名の方

が二、三年生、計14名でございますが、お見えになります。それから、14名の方にまずもっ

て30万円を支給すると全く足りません。この210万円をいろいろ考慮した結果、とりあえず

この二、三年生につきましては、最低限の１年間の授業料、10万円相当分を支給させていた

だくということで決定をさせていただきまして140万を使用させていただきましたが、その

残りが72万、寄附金に市費の２万円を追加させていただきまして、１人当たり24万円を３名

ということで決定をさせていただきました。この24万円の内訳につきましては、今申し上げ

たように授業料と、新入生ということで制服等、いろいろ諸経費がかかるということで24万

円という形で積算をさせていただいた中で、今年度、助成をさせていただいたようなところ

でございます。 

 なお、今後につきましても、この制度は国際調和クラブの理事長さんのお考えもございま

すので、制度はなくなるということはございませんが、こういう景気の中でございますので、

この寄附金を原資といたしまして今後も進めていきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いします。 

 給食センターは、所長の方から説明いたします。 

○議長（服部 寿君） 田中学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（田中芳美君） それでは、箸と、それから給食用備品、食器カート

の説明をさせていただきます。 

 当初、箸につきましては、３センターで使っていたものを有効利用しようということでス

タートしたわけでございますが、折れて戻ってくる箸が相当数ございましたので、やはりこ

れはちょっと有効利用が無理ではなかろうかということで判断をしまして、新しく箸を購入

させていただくこととして予算計上させていただきました。 

 もう１点の食器用カートの保存ですが、フルセットですと４点の食器でやるわけですが、

日によっては２点のときもありますし、３点のときもありますので、その食器を保管する保

存用のカート、すべてコンテナの中へ入れてしまいますと次の日の段取りをするのに非常に

支障を来しますので、次の日に使わない食器をストックしておくカートを購入させていただ

くということで予算計上させていただきました。以上です。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（服部 寿君） ６番 永田武秀議員。 

○６番（永田武秀君） まず、この修学助成でありますけれども、本当に私も、この聞いてお

る方もつらいんですけれども、ただ、先ほど冒頭にも申し上げたように、もらう人は、逆に

今こういう時代だから奨学金を欲しいと、いただいて何とか頑張って学校へ行きたいという

気持ちの子供さんたちが、当然こうして応募されておるのではないかなあという思いをいた
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します。 

 一方、局長の答弁で逆の立場も十分理解できます。そういう中で、私はこれは当初、大変

申しわけなかったんですけど、18、19、20年で、はや既に３ヵ年、ことしで４ヵ年目ですか、

その中で最初は30万円以内と、だから僕はこれも大事なことだと思うんですけど、最初に18、

19、20のときに、どういう募集のされ方をされたのかなあと。つまり、幾らぐらい支給しま

すよということなのか、ただ単なる奨学金の希望者の方というだけなのか。僕は、やっぱり

ある程度応募するについては、いろいろな制度があって、これを申し込めばいいとか、こっ

ちの方がいいとか、いろいろ応募される方も選択をされた上でこういったものを応募される

のかなあという思いがいたしますので、当然30万もらえば額が多いのかどうかわかりません

けれども、最初はそのくらいあった。 

 それからもう一つ、これ考え方ですけど、青山さんの方からもらうときは３ヵ年で幾らと

いう形でもらっておるんじゃなくして、ことし分、来年分、あるいは18年度、単年度分で幾

らという形でいただいておったのか、私は最初勘違いしておったのかもわからんけれども、

１人当たり30万で３年分あるのでどうやこうやっといって360何万のときがあったような気

がするんですけど、出される側もそんなような考えがあったんではないかなあという思いが

するんですけど、そんなことは今議論しても仕方がないので、とりあえず、できるだけ今年

度は、例えば２年生、３年生は10万円、それで１年生は８万円で３名と、人数が減っちゃっ

たわけですよね。 

〔「24万」と呼ぶ者あり〕 

○６番（永田武秀君） だから、24万で３名でしょう、１人当たり８万円だろう、違うの。１

人が24万か。それで、２年、３年はそれぞれ10万円ずつなの、ということですか。というこ

とは、僕はこのあたりがこういうふうに、まあ１年生だからいろいろ物を買ったり何かせん

ならんので大変だというふうでありますけれども、僕は何を言いたいかというと、できるだ

け毎年、同じような条件で同じように、多い少ないは別として、受給が決定したら変えずに

やってあげてほしいという意味で一生懸命お尋ねしておるんですけれども、そういった方向

を、この制度が悪いとか云々じゃないです。そういうふうにして、安心して奨学金が受けら

れるように、ぜひひとつ考えてやっていただきたいなあと、こういうことがまずお願いです。

それについての考え方をお答えいただきたいと思います。 

 それから、給食センターについては簡単にお尋ねしますけれども、要するに、当初は箸は

要らんと思っておったと、気がついたら箸がようけ折れておったと、僕はやっぱりこの考え

方というのは、当初計画において当然あらゆることを想定して立ち上げるべきであって、そ

んなもん調べずに、箸は要らんと思っておった、いや、年度がかわったら、調べてみたら箸

がようけ折れてしまっておったというような、私は結果論ですからそれはいいですけれども、
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今後そういうことのないように、やっぱり新規事業を立ち上げるときには、いろんな角度か

ら当然点検しながら、こういった追加補正の出ないような事業計画をぜひ立てていただくよ

うに、これも要望をして、そしてそれに対する考え方を一応お聞かせいただきたい。 

 以上、お願いします。 

○議長（服部 寿君） 森島教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（森島英雄君） 改めまして永田先生の御質問でございますが、先ほど

ちょっと私、年数を間違えまして、18年度がスタートでございます。それで、当初に、これ

は単年度で基金をということで多分制度を設けられたと思いまして、単年度の中で600万多

分いただいたと思っています。それで、当初の年度は１年生を対象に10名、翌年に一、二年

生10名ずつ……。 

〔「７人」と呼ぶ者あり〕 

○教育委員会事務局長（森島英雄君） ７名ずつですか、７名ずつの30万ずつということで、

多分630万になってくると思います。 

 そういうことで、これも先ほど言いましたように、あくまでも寄附ということが前提でご

ざいまして、国際調和クラブの会長さんにもいろいろ御無理を申し上げておったんですが、

先ほど申し上げた、こういう経済情勢でございますので、趣旨は十分に御理解いただいてお

りますので、助成を受ける子供たちには定額的にはなりませんですが、この制度はなくさな

いという方向で一応御返答はいただいておりますので、額につきましては、極力私の方も御

無理を申し上げながら、少しでも学資等に助成ができるように努めていきたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（服部 寿君） 田中学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（田中芳美君） 先ほどの箸の件でございますが、当初は現在各セン

ターで使っていた箸を、そのまま新しいセンターで使おうと持ってきたわけです。旧センタ

ーで使っていた箸を新しいセンターでも有効利用で使えるだろうということで、新センター

へ持ってきて使いにかかったわけですけれども、かなり折れて返ってくるわけですね、使っ

た箸が。それで、そういうことではいかんということで新しく購入させていただくというこ

とでございますので、有効利用しようという考え方の中で進めた、結果としてこういうこと

になりましたので、よろしくお願いします。 

○議長（服部 寿君） その他ございませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） ２番 堀田みつ子議員。 

○２番（堀田みつ子君） それでは、先ほども永田議員からも御質問がありましたが、奨学金

の助成、これは一般財源から１万円ではありますけれども、入れております。今まで寄附金

－４４－ 



でお願いしますよというふうに言っていた中、多分端数の１万円ということだと思うんです

ね。でも、こうやって端数であるにしろ、１万円というのが出せるわけですから、先ほども

言われたように大変な状況の中で、今までやってきた同額というふうなことにはならなかっ

たのか。その理由をもう一度お願いします。 

 それと学校給食のところですけれども、確かに持ってこれるか持ってこれないかというこ

とが難しいところでありますけれども、今、マイ箸を使う何かというふうなことも言われて

いるので、そういうところ辺の検討とかを、例えばアンケートをとるなり、何かそういう考

えはなかったのか。これは絶対にマイ箸にしてくださいとかというふうなつもりはありませ

んが、そういうような検討であるとか、いろいろそんな用意できんとかというふうなことが

あれば、やはり進めるべきではないんですけれども、そういう部分のちょっと検討は全くさ

れなかったのかどうかというところをお聞かせください。 

○議長（服部 寿君） 森島教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（森島英雄君） 堀田議員さんの御質問にお答えいたします。 

 まず、この端数につきましては、先ほど申し上げましたように、やむを得ず寄附金だけで

は賄えない分、当初予算の頭出しの１万円と今回の１万円を合わせまして総額では212万円

になろうかと思いますが、そういうことでちょっと市費の方の支援もいただいたんでござい

ますが、基本的には先ほど申し上げましたように、これは国際調和クラブの方の御寄附の中

でこの事業を進めておるという基本的な考えの中で今進めておりますので、子供たちに少し

でも同じような金額を出せるような、市の方からの援助もと考えておりましたんですが、と

りあえずこの基金の制度がございますので、あくまでもこの寄附金の中で今後も進めていく

ということでお願いしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（服部 寿君） 田中学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（田中芳美君） 堀田議員さんの御質問にお答えします。 

 マイ箸という話も出たわけでございますが、衛生面等のことを考慮しますと、やはりセン

ターで管理して、毎日消毒して提供する方が一番安全だろうということで購入ということに

至りました。 

○議長（服部 寿君） 再質問はよろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（服部 寿君） 他にございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（服部 寿君） 質疑がないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 

 続きまして、議案第51号 平成21年度海津市月見の里南濃運営特別会計補正予算（第１

号）についての質疑を許可いたします。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） ９番 山田勝議員。 

○９番（山田 勝君） この63万6,000円という金額が県からの助成という内容説明ですが、

この道の駅に対して、その費用の使い方が草刈り人件費等というようなことがこの内容説明

の中にも書いてあるようにあったんですが、とりあえず草刈りにでも使おうかということで、

県からそういったたぐいのものに使えといってくれたものなのか、あるいは要求されており

てきたものなのか。今まではどうしておったんだということも含めて御説明いただきたいと

思います。 

○議長（服部 寿君） 小野産業経済部長。 

○産業経済部長（小野清美君） ９番の山田議員さんの質問にお答えしたいと思いますが、こ

れは政府の追加予算の緊急雇用対策事業で県が要望をとられました。それで、新規に月見の

里南濃の道の駅の周辺の雑草等を除去する作業に使いたいということで申請したところ、県

の方で認められましたので、その予算の内示をいただきましたので追加補正予算とさせてい

ただきましたので、よろしくお願いします。 

○議長（服部 寿君） 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 質疑がないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

 続きまして、議案第52号 平成21年度海津市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついての質疑を許可いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 17番 星野勇生議員。 

○17番（星野勇生君） １点だけお聞きをいたしたいと思います。この当初の市長の説明の折

に、応能・応益の話が出ました。これによってその格差が改正されるのかどうか、その辺の

数字を具体的に御説明をいただきたいのと、あわせて国保運営委員会の意見としてはどんな

ことがあったか、御報告をいただきたいと思います。 

○議長（服部 寿君） 星野議員、文教ですが、そのときで、これから付託をしますが、つい

てですか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（服部 寿君） 17番 星野勇生議員。 

○17番（星野勇生君） これは税の方とのかかわりがあって、数字的にどう変わっていくかと

いうのが両者相まっていかないと検討しにくいということでございますので、大変恐縮です

が、よろしくお願いします。 

○議長（服部 寿君） 伊藤市民課長。 
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○市民福祉部市民課長（伊藤恵二君） 星野議員さんのお尋ねでございますが、応能・応益割、

国の示します標準は50対50ということでございます。今回、国民健康保険税条例の改正を上

げさせていただいております。そこの中で応能・応益割の改正を提案させていただいており

ます。この応能・応益割によりまして国保税の収入も変わってまいりますし、もちろん被保

険者に負担していただく保険税も当然変わってきます。 

 それから、先般、国保運営協議会でこの件も提案をさせていただきました。そこの中での

御意見は、被保険者が負担の増になるのではないのかという御意見、御質問もございました。

そこでお答えをさせていただきましたのは、今回の提案させていただいた改正については、

所得割の中の医療給付費分と後期高齢者支援金分だけの改正でございますので、いわゆる医

療給付費分から0.6％をちぎりまして、その分を後期高齢者支援金分へ0.6％乗せるという改

正でございます。 

 したがいまして、総枠のパーセントを変えますと被保険者の保険税は上がりますが、総枠

の中だけの0.6％の移動でございますので、保険税の負担には影響してまいりません。よろ

しくお願いをいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 17番 星野勇生議員。 

○17番（星野勇生君） 本来聞きたかったのは、もっと別なところにあったんです。いわゆる

予算先議ですので、予算が先議されて、後から条例がついてくるんです。この予算の中に、

その条例の変更でどの程度見込みが変わっていくのか。この補正予算の中で、当然委員会で

審査していただくんですが、前段の話が全く聞こえてこない、それをお尋ねしたかったんで

す。 

 自己負担分がふえるというのは予算が膨らむということなんですね。その辺は数字的には

具体的に説明できないんでしょうか。 

○議長（服部 寿君） 伊藤市民課長。 

○市民福祉部市民課長（伊藤恵二君） 今回、補正予算を上げさせていただきました内容は、

応能・応益割を改正するというものと全く関係がございません。社会保険診療報酬支払基金

の決定額によります不足額の補正でございます。よろしくお願いします。 

○議長（服部 寿君） 他にございませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） ９番 山田勝議員。 

○９番（山田 勝君） 私、手元にですけど、付託案件ということで３委員会に、一応ここで

見せてもらったんですけど、やるのかやらんのかということを含めてですけど、先ほど星野

議員の質問の中で付託云々という発言がありましたのでちょっとお尋ねしますが、あれやこ
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れやと、きょう、いろいろな質問がある中で、これも、もし付託されたときには質問するべ

きことだなあということも含めて、くどい同じ質問もしておれないということも含めて、こ

れは付託案件に、このわずかな数をちわって３委員会に付託されて審議を深めなきゃならん

議案があるのかないのかということを含めて、これ全体でなぜやれんのやということ。必ず、

先回もだから付託案件に振り分ってということすら私はちょっと理解しにくいんですが、全

体会議でこれをやったって、一、二時間も見ておけば済んでしまうことやが、これ３日間、

３委員会の予定がされておるということですが、そのあたりについて、当然委員長が出ての

議運ということで進められたが、委員長はどのようなことを深く議論しようという段取りか

ら、この日程を３日間に分けられたのか、ひとつ付託でやらなきゃいかんのか、そのあたり

も含めて御説明いただきたいと思います。 

○議長（服部 寿君） 山田議員にお答えいたします。 

 過日の議会運営委員会において各委員会に付託をする、この後、付託を諮りますけれども、

決められております。この後諮りますので、そのときに決められておりますので、今、委員

長に質問することは適当ではないと考えます。 

○９番（山田 勝君） じゃあ、付託。 

○議長（服部 寿君） 付託をこれからするときに、異議があるなら異議があるでおっしゃっ

ていただけば結構でございます。 

 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 質疑がないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

 ここでお諮りをさせていただきます。12時を過ぎましたけれども、引き続き会議を続行し

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） それでは、引き続きましてやらせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 議案第53号 平成21年度海津市羽沢財産区会計補正予算（第１号）についての質疑を許可

いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） ９番 山田勝議員。 

○９番（山田 勝君） ちょっと理解しにくいんですが、この47万3,000円というものが用地

の貸付料という説明でございますが、これが補正で上げなきゃならんような、突如としてこ

の金がわいてきたのかということを含めて、なぜなのか、そのあたりについて、当然当初か

ら決まったものではないかということを思っておるのやが、私の勘違いか、そのあたりにつ
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いて説明をお願いします。 

○議長（服部 寿君） 伊藤総務部長。 

○総務部長併選挙管理委員会事務局長（伊藤久義君） それでは、財産区会計の補正の関係で

ございますけれども、財産区は主に月見の森駐車場用地としまして、面積にいたしますと

5,921.5平米、坪当たり209円の単価で平成３年から貸し付けております。昨年度でございま

すが、この駐車場に隣接します、現在、市が借用しておりますが、南濃斎苑、そしてグラウ

ンドゴルフ場ですが、この借地料が坪単価473円ということで、比較しますと差があるわけ

でございまして、これについて昨年度ですが、市と羽沢財産区と協議を進めてまいりました。

これが年度末になりまして、その協議結果でございますけれども、ただいま言いました南濃

斎苑、グラウンドゴルフ場と同額の坪当たり473円ということで、昨年まで209円ですが、そ

れから264円増額ということで、坪単価が473円に決定されたわけでございます。 

 それで、今、議員御指摘のとおりでございますけれども、この件につきましては増額分、

当然当初予算に計上すべきでございましたけれども、この点につきましては、市の一般会計

との予算調整が十分でなかったということで、当初予算に計上しなかったことをこの場でお

わびを申し上げます。 

○９番（山田 勝君） はい、わかりました。 

○議長（服部 寿君） 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 質疑がないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

 続きまして、議案第54号 海津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての質

疑を許可いたします。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 質疑がないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

 続きまして、議案第55号 海津市公共下水道南濃中南部浄化センターの建設工事委託協定

締結についての質疑を許可いたします。 

〔発言する者なし〕 

○議長（服部 寿君） 質疑がないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

 続きまして、議案第56号 海津市公共下水道海津浄化センターの建設工事委託協定締結に

ついての質疑を許可いたします。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 質疑がないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

 続きまして、議案第57号 契約の締結についての質疑を許可いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（服部 寿君） ９番 山田勝議員。 

○９番（山田 勝君） 間違っておるといかんで、救急車の件ですね。これ、確かに何社かの

見積もりというか、競争入札をされたというような経緯がありますが、車種とか、そういっ

たことについてはどのような予定で臨まれたのか、何を買おうとされていたのか。同じ救急

車でもメーカーも違うし、高規格というようなことがどこかに書いてあったようですが、性

能のいい車を買われるということはわかるんですが、そのメーカーの指定なんかはあったの

かなかったのかも含めてひとつ御説明をいただきたい。 

○議長（服部 寿君） 田中消防長。 

○消防長（田中俊澄君） ただいまの御質問でございます。仕様書を作成いたしまして、その

中に本体、救急車そのもの、それと中に配置をいたします救急の医療機器関係でございます。

それらを仕様書の中に盛り込ませていただいて入札をしていただいた。その仕様の中には、

車に関しましてはトヨタ製、あるいは日産製とか、そういうメーカー名等は指定いたしてご

ざいません。自由に救急車の方を競争していただくということでメーカーの指定はしてござ

いません。 

 救急医療機器に関しましては、現在使用しているほかの救急車といいますか、今現在持っ

ております救急車に設置してあります救急医療機器、その関係との互換性がございますので、

こちらの方は部分的な機器に関しましては指定はあったと記憶してございます。以上でござ

います。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（服部 寿君） ９番 山田勝議員。 

○９番（山田 勝君） メーカーの指定もなしの競争入札ということと判断させていただきま

すが、ここに来てこの2,000万以上もするようなものを補正で上げてこなきゃ、まだつい先

日、年度当初の予算をという時期……。 

○議長（服部 寿君） 山田議員、補正ではありませんので、契約の締結についての議題であ

ります。 

○９番（山田 勝君） そう言われやあそうか、まあわかった。じゃあ、なぜこれを年度当初

に言われなかったのか。老朽化ということ、そんなものは急に、きょう乗っておってあした

動かんようになるということも考えられないのやが、そのあたりについてはどういう、まだ

向こう１年も２年も使えるというようなつもりで見えたものが急に動かんようになったのか、

そのあたりもちょっと、よろしくお願いします。 

○議長（服部 寿君） 田中消防長。 

○消防長（田中俊澄君） ただいまの御質問でございます。この事業につきましては、もとも

と当初は21年度事業でということでございましたですけど、例の国からの臨時交付金の関係
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で20年度事業にしまして、繰越明許をさせていただいて入札をさせていただいた。そして今

回、本契約といいますか、落札いたしましたので、落札業者との契約をさせていただくとい

うことで今議会にお諮りをさせていただいておるものでございます。 

○議長（服部 寿君） 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 質疑がないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

 続きまして、議案第58号 市道路線の廃止及び認定についての質疑を許可いたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 質疑がないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

 お諮りします。ただいま質疑を行いました議案第50号から議案第58号までの９議案は、お

手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に審査を付託し

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 異議ありということでございますので、起立採決を行います。 

○９番（山田 勝君） 異議ありで私の意見を申し上げようと思うのやが、先ほど……。 

○議長（服部 寿君） 異議ありませんかということで、異議ありなんでしょうか。異議あり

ませんかということで、異議ありなんでしょうかとお聞きしています。 

○９番（山田 勝君） 何をやろうとしておるのか、委員会の中でということで、質問が終わ

ってしまった。 

○議長（服部 寿君） それは各委員会で、また委員長に聞いてください。 

 それでは、異議ありということでございますので、この採決は起立によって行います。 

 議案第50号から議案第58号までの９議案は、議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任

委員会に審査を付託することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（服部 寿君） 総数19名、起立者18名、賛成多数であります。よって、議案第50号か

ら議案第58号までの９議案は、議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に審査を

付託することに可決されました。 

 なお、審査は６月18日までに終了し、議長に報告願います。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎散会の宣告 

○議長（服部 寿君） 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 本日はこれをもちまして散会といたします。なお、次回は６月19日に再開しますので、よ
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ろしくお願いいたします。大変御苦労さまでございました。 

（午後０時１６分）  
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